
第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

１-（１）-①
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害福祉事業課（事業）

①・グループホーム整備の基本的方向については、障害者計画の数値
目標、利用待機者調査等により、地域での必要性などを踏まえ、順次支
援を行い、引き続き、量的拡充を図ります。
・特に、強度行動障害のある人、精神障害や身体障害のある人のため
のグループホームの整備など、社会情勢に即応した整備に努めます。
・グループホームの新規開設支援、運営の安定化及び人材の確保に資
するためにグループホームに対して、運営等に関する費用の補助や障
害者グループホーム等支援ワーカーによる新規開設相談を実施しま
す。
・また、障害のある人の中には共同住居より単身での生活をしたいとい
うニーズがあり、それに応えるため、新たに創設された、サテライト型住
居の設置・活用が図られるよう、引き続き周知に努めます。

・袖ケ浦福祉センターの強度行動障
害のある人を受入れる整備１箇所、
精神障害対応の整備１箇所を含む４
箇所のグループホーム整備補助を行
い、量的拡充を図りました。
・グループホームの運営費補助や利
用者に対する家賃補助、グループ
ホーム等支援ワーカーによる新規開
設相談（年間162件）等により質的な
充実を図りました。
・サテライト型住居の設置・活用が図
られるよう、会議等を通じて周知に努
めました。

・一層の地域移行を図るため、袖ケ
浦福祉センターの強度行動障害の
ある人を受入れる整備１箇所、精神
障害対応の整備２箇所を含んだ５
箇所のグループホームに対して整
備補助を計画するとともに、グルー
プホーム等支援ワーカーの配置等
により質的な充実を図ります。
・引き続き、サテライト型住居の設
置・活用が図られるよう、グループ
ホームの連絡協議会等を通じて周
知に努めます。

・袖ケ浦福祉センターの強度行動障
害のある人を受入れる整備１箇所、
精神障害対応の整備２箇所を含んだ
５箇所のグループホームに対して整
備補助を行い、量的拡充を図りまし
た。
・グループホームの運営費補助や利
用者に対する家賃補助、グループ
ホーム等支援ワーカーによる新規開
設相談（年間354件）等により質的な
充実を図りました。
・サテライト型住居の設置・活用が図
られるよう、会議等を通じて周知に努
めました。

・一層の地域移行を図るため、グ
ループホームに対して整備補助を
計画するとともに、グループホーム
等支援ワーカーの配置等により質
的な充実を図ります。
・引き続き、サテライト型住居の設
置・活用が図られるよう、グループ
ホームの連絡協議会等を通じて周
知に努めます。

1-1　グループホーム
等の定員 （グループ
ホーム、生活ホーム、
ふれあいホームの定
員）

１-（１）-②
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害福祉事業課（事業）

②・地域資源を活用した整備として、既存の戸建て住宅の空き家等をグ
ループホームとして活用する場合の建築基準法等の規制については、
利用者の安全のために必要な防火対策や避難対策の確保も踏まえて
対応する必要があります。
・これについては、国での検討動向を注視しながら、必要な防火安全対
策等を確保しつつ、過度に厳格な規制とならないよう、引き続き、国へ要
望します。

・既存の戸建て住宅の空き家等をグ
ループホームとして活用する場合の
建築基準法等の規制については、国
での検討動向を踏まえ、第16大都道
府県障害福祉主管課長会議等を通
じて検討を行い、国へ要望しました。
・グループホーム等の施設につい
て、29年度末までにスプリンクラーの
設置が義務付けられましたが、国に
おいて十分な財政措置がなされない
状況から、県単によるスプリンクラー
整備の補助金を新設しました。

・引き続き、国での検討動向を注視
しながら、過度に厳格な規制となら
ないよう、必要に応じて国へ要望し
ていきます。

・グループホーム等が地域における
居住施策であることを考慮して、建築
基準法等の基準について、関東甲信
ブロック民生主幹部局長会議等を通
じて、その設置促進が阻害されること
のないよう、弾力的な運用等につい
て国へ要望しました。
・グループホームのスプリンクラー整
備について、県単独事業として補助
を行いました。

・引き続き、グループホームの建築
基準法等の規制について、国の動
向を注視しながら、過度に厳格な規
制とならないよう、必要に応じて国
へ要望していきます。
・補助事業により、グループホーム
等に対するスプリンクラー整備の支
援を行います。

１-（１）-③
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害福祉事業課（事業・地
域）

③・サービスの質の向上を図るため、利用者への家賃補助やサービス
管理責任者、世話人などへの研修を実施するとともに、障害者グループ
ホーム等支援ワーカーによる事業者に対する運営相談支援を行いま
す。
・また、利用者の高齢化や障害の重度化などに対応した生活支援員の
増員などの手厚い人員配置を行うグループホームに対して、実態に即し
た報酬体系となるよう、加算制度の拡充などを国へ要望します。
・あわせて、グループホーム利用者が地域生活支援事業等により、より
充実した生活を送れるよう市町村などに働きかけます。

・利用者への家賃補助やサービス管
理責任者、世話人などへの研修を実
施するとともに、障害者グループホー
ム等支援ワーカーによる事業者の運
営相談支援を行いました。
（グループホーム等支援ワーカーの
支援者数、世話人延べ1,111人・設置
者延べ3,062人）
・グループホームについて、利用者
の状況に応じて支援員を加配する場
合の加算制度の拡充など、会議等を
通じて検討を行い、国へ要望しまし
た。
・移動支援事業や地域活動支援セン
ター事業など各市町村の実施状況を
把握し、地域の実情にあった事業の
促進に努めました。

・利用者への家賃補助や研修を実
施するとともに、障害者グループ
ホーム等支援ワーカーにより運営
相談支援を行います。
・引き続き、グループホームに係る
加算制度の拡充などについて、国
へ要望します。
・引き続き市町村の実施状況の把
握に努めるとともに、地域生活支援
事業の国庫補助の充実について国
へ要望します。

・利用者への家賃補助やサービス管
理責任者、世話人などへの研修を実
施するとともに、障害者グループホー
ム等支援ワーカーによる事業者の運
営相談支援を行いました。
（グループホーム等支援ワーカーの
支援者数、世話人等延べ1,032人・設
置者等延べ3,222人）
・グループホームについて、重度障
害者等への支援に必要な生活支援
員の確保等のため、更なる報酬（加
算含む）の拡充を図るよう、国へ要望
しました。
・移動支援事業や地域活動支援セン
ター事業等、各市町村の実施状況の
調査を行いました。
　また、地域生活支援事業について
は、国庫補助の充実及び補助額の
早期提示について国へ要望を行いま
した。

・グループホームに係るサービスの
質の向上のため、家賃補助や研修
を実施するとともに、障害者グルー
プホーム等支援ワーカーにより運
営相談支援を行います。
・引き続き、グループホームに係る
加算制度の拡充などについて、国
へ要望します。
・引き続き市町村の実施状況の把
握に努めるとともに、地域生活支援
事業の国庫補助の更なる充実につ
いて国へ要望します。

１-（１）-④
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害福祉事業課（事業）

④・入浴、排せつ又は食事等の介護の提供が必要な利用者の認定手
続きが、ケアホームのグループホームへの一元化後も市町村におい
て、適正な運用がなされるよう会議等で周知します。
・また、一元化により、グループホームにおいて利用者の状況に応じて
外部の居宅介護サービスを利用することが可能となったことから、障害
程度の重い入居者へ利用が図られるよう、市町村を通じて制度を周知
します。

・入浴、排せつ等の介護の提供が必
要な利用者の認定手続きが、適正な
運用がなされるよう市町村障害保健
福祉主管課長会議にて周知を行いま
した。
・グループホームの外部の居宅介護
サービスを利用できることについて、
グループホーム等支援ワーカー等を
通じて制度を周知しました。

・入浴、排せつ等の介護の提供が
必要な利用者の認定手続きが、適
正な運用がなされるよう会議等で周
知、助言していきます。
・グループホームの外部の居宅介
護サービスを利用できることについ
て、会議等を通じて制度を周知しま
す。

・入浴、排せつ等の介護の提供が必
要な利用者の認定手続きについて、
適正な運用がなされるよう、市町村
指導を通じて助言を行いました。
・利用者の状況に応じて、グループ
ホームの外部の居宅介護サービスを
利用できることについて、グループ
ホーム等支援ワーカー等を通じて周
知しました。

・引き続き、市町村指導等を通じ
て、入浴、排せつ等の介護の提供
が必要な利用者の認定手続きにつ
いて、適正な運用がなされるよう助
言していきます。
・グループホームに係る外部の居宅
介護サービス利用制度について、
グループホーム等支援ワーカー等
を通じて周知していきます。

１-（１）-⑤
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害者福祉推進課（権利）

⑤・障害のある人の地域生活についての近隣住民の正しい理解が得ら
れるよう、地域の行政、権利擁護団体、不動産業団体等との協力のもと
県民への啓発に努めます。
・また、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
（以下「障害者条例」という。）の相談支援等により、個別事案の解決に
あたります。

・「障害のある人もない人も共に暮ら
しやすい千葉県づくり推進会議」を開
催し、理解の促進や差別の解消に向
けた取組状況や今後の方針等につ
いて協議しました。
・広域専門指導員等による相談活動
において、平成２７年度中に１３８件
の相談があり、そのうち、１２４件の対
応を終結しました。

・引き続き、「推進会議」による障害
のある人に対する差別の解消に向
けた社会づくりの取組や、広域専門
指導員等による個別事案解決の取
組を実施します。

・「障害のある人もない人も共に暮ら
しやすい千葉県づくり推進会議」を開
催し、理解の促進や差別の解消に向
けた取組状況や今後の方針等につ
いて協議しました。
・広域専門指導員等による相談活動
において、平成２８年度中に１９０件
の相談があり、そのうち、１８1件の対
応を終結しました。

・引き続き、「推進会議」による障害
のある人に対する差別の解消に向
けた社会づくりの取組や、広域専門
指導員等による個別事案解決の取
組を実施します。

１-（１）-⑥
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害福祉事業課（事業）

⑥・グループホームの体験入居制度について周知するとともに、地域移
行の可能な人への支援のあり方などを検討し、相談支援事業や障害者
グループホーム等支援ワーカー事業を活用して、施設待機者等を踏ま
え、これまで以上に地域に移行できるよう取り組みます。

・グループホームの体験入居制度に
ついてグループホーム等支援ワー
カー事業等を通じて周知するととも
に、地域移行の可能な人への支援の
あり方などについて検討を行いまし
た。

・引き続き、グループホームの体験
入居制度について周知するととも
に、地域移行の可能な人への支援
のあり方などについて検討し、これ
まで以上に地域に移行できるよう取
り組みます。

・グループホーム等支援ワーカー等
を通じて、グループホームの体験入
居制度の周知や、地域移行が可能
な人への支援を実施しました。

・引き続き、グループホームの体験
入居制度について周知するととも
に、これまで以上に地域に移行でき
るよう、総合支援協議会等の意見を
聴きながら検討していきます。

１-（１）-⑦
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（１）グループホームの
整備促進と質的向上

障害福祉事業課（事業）

⑦・平成29年度末の施設入所者数については、平成25年度末時点の施
設入所者数と施設待機者等の地域の実情や、県立施設のあり方の見
直しを踏まえて4,530人とし、グループホーム等での対応が困難な人の
ニーズに障害者支援施設（入所施設）が対応します。
・なお、今後とも、待機者や高齢化の状況について、千葉県総合支援協
議会や市町村等の意見を聴きながら地域の実態把握に努めるととも
に、地域での生活を継続することが困難となった場合に、障害者支援施
設等が利用できるよう、情報の提供や体制づくりについて、関係者の理
解を得ながら検討します。

・平成29年度末の施設入所者数の目
標を踏まえつつ、千葉県総合支援協
議会や市町村等の意見を聴きながら
地域の実態把握に努めました。
・地域における居住支援の在り方に
ついて、入所・地域生活支援専門部
会等（関係者）において検討を行いま
した。

・平成29年度末の施設入所者数の
目標を踏まえつつ、千葉県総合支
援協議会や市町村等の意見を聴き
ながら地域の実態把握に努めると
ともに、課題を明らかにします。
・引き続き、地域での生活を継続す
ることが困難となった場合の情報の
提供や体制づくりについて、関係者
の理解を得ながら検討していきま
す。

・障害者支援施設（入所施設）の待機
者等について、千葉県総合支援協議
会等の意見を聴きながら地域の実態
把握に努め、課題を精査しました。
・地域における居住支援の在り方に
ついて、入所・地域生活支援専門部
会等において検討を行いました。

・千葉県総合支援協議会等の意見
を踏まえ、障害者支援施設の待機
者等に係る実態調査（障害者支援
施設の短期入所の長期利用者等）
を行います。
・引き続き、地域における居住支援
の在り方について、入所・地域生活
支援専門部会等において検討を行
うとともに、地域での生活を継続す
ることが困難となった場合の体制づ
くりについて、検討していきます。

1-2　施設入所者の地
域生活への移行者数
1-3　施設入所者数
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１-（２）-①
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（２）日中活動の場の充
実

障害福祉事業課（事業・地
域）

①・様々な障害のある人のニーズに応じた日中活動の場の充実のた
め、限られた社会資源を有効に活用するとともに、個々の特性やニーズ
に応じて利用可能な日中活動の場の整備を促進します。
・また、利用ニーズが多いものの社会資源の少ない医療的ケアができる
生活介護などの日中活動の場や、利用者の体調の変化等、必要に応じ
て一時的に利用することができる短期入所事業所など、量的・質的拡充
に努めます。

・日中活動の場（生活介護、短期入
所）５箇所に整備補助を行いました。
・障害児を受け入れる短期入所事業
所を5箇所指定し、日中活動の場の
量的充実を図りました。
・重度障害者の受け入れや利用者へ
の就労支援を行った地域活動支援セ
ンターについて、市町村を経由した補
助を行うことにより整備を促進しまし
た。

・引き続き、限られた社会資源を有
効に活用するとともに、日中活動の
場（生活介護、短期入所、就労移行
支援、就労継続支援Ｂ型、自立訓
練）の整備補助を６箇所計画する
等、量的・質的拡充に努めます。
・また、利用ニーズが多いものの社
会資源の少ない医療的ケアができ
る生活介護などの日中活動の場
や、利用者の体調の変化等、必要
に応じて一時的に利用することがで
きる短期入所事業所など、量的・質
的拡充に努めます。
・地域活動支援センターについて、
より特性やニーズに合った事業実
施がされるよう補助制度の見直しを
検討します。

・日中活動の場（生活介護、短期入
所、就労移行支援、就労継続支援Ｂ
型、自立訓練）５箇所に整備補助を
行いました。
・重度障害者の受け入れや利用者へ
の就労支援を行った地域活動支援セ
ンターについて、市町村を経由した補
助を行うことにより整備を促進しまし
た。
・また、地域活動支援センターについ
て、特性等の把握のため、設置状況
調査を行いました。

・引き続き、限られた社会資源を有
効に活用するとともに、日中活動の
場の整備補助等により、量的・質的
拡充に努めます。
・医療的ケアができる生活介護など
の日中活動の場や、利用者の体調
の変化等、必要に応じて一時的に
利用することができる短期入所事
業所など、量的・質的拡充に努めま
す。
・引き続き地域活動支援センターに
係る補助を続けていくとともに、設
置状況調査を踏まえた補助制度の
検討を進めてまいります。

１-（２）-②
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（２）日中活動の場の充
実

障害福祉事業課（療育・事
業）

②・特別支援学校に通う重症心身障害の状態にある子どもや肢体不自
由のある子ども、特別支援学級に通う障害のある子どもの放課後等デ
イサービスなどの日中活動の場の整備を促進します。
・特別支援学校の再編等に伴い、通学先が変わる子どもたちが、放課
後等に利用できる場が確保されるよう、教育委員会や関係市町村等と
連携し、整備を促進します。

・放課後等デイサービス事業所を74
箇所指定し、日中活動の場の整備の
促進を図りました。
・放課後等デイサービス事業所２箇
所、福祉型児童発達支援センター１
箇所に整備補助を行いました。

・放課後等デイサービス事業所の
指定に当たっては、事業所間の支
援内容が標準化されるよう指導しま
す。
・放課後等デイサービス事業所の
整備補助を２箇所計画し、量的拡充
に努めます。
・特別支援学校の再編等に伴い、
通学先が変わる子どもたちが、放
課後等に利用できる場が確保され
るよう、教育委員会や関係市町村
等と連携し、整備を促進します。

・放課後等デイサービス事業所を107
箇所指定し、日中活動の場の整備の
促進を図りました。
・放課後等デイサービス事業所２箇
所に、整備補助を行いました。

・平成29年4月から、放課後等デイ
サービス事業の人員配置基準が厳
格化されたことを踏まえ、支援内容
の適正化と質の向上が図られるよ
う指導します。
・特別支援学校の再編等に伴い、
通学先が変わる子どもたちが、放
課後等に利用できる場が確保され
るよう、教育委員会や関係市町村
等と連携し、整備を促進します。

１-（２）-③
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（２）日中活動の場の充
実

障害福祉事業課（事業）

③・ライフステージに応じた地域生活支援を推進するため、国の検討状
況を踏まえながら高齢期の障害のある人に対する支援のあり方につい
ての検討を行います。
・地域の実情や障害のある人や子どものニーズを十分に把握したうえ
で、障害児（者）入所施設やグループホームの居住支援機能と相談支援
機能や短期入所などの地域支援機能等を持つ地域生活支援拠点整備
や、地域における複数の機関が分担して地域生活拠点と同様な機能を
担う体制整備をします。

・障害児入所施設が存在しなかった
安房圏域に福祉型障害児入所施設
を1箇所設置し、地域生活支援機能
の充実を図りました。
・地域生活支援拠点（体制）につい
て、求められている役割等の協議を
行い、整備に向けて検討を行いまし
た。
・本部会、入所・地域生活支援専門
部会において、国及び各都道府県の
状況について紹介、議論を行いまし
た。

・平成２９年度末までに福祉型障害
児入所施設を1箇所設置する予定
です。
・高齢期の障害のある人に対する
支援のあり方について、会議等によ
り検討を行います。
・地域生活支援拠点（体制）につい
て、求められている役割等の協議を
行い、整備に向けて検討を行いま
す。

・障害児入所施設設置の公募を行っ
た結果、柏圏域の福祉型障害児入
所施設1箇所に、整備補助することと
しました。
・印旛圏域（印西市・栄町・酒々井町）
の地域生活支援拠点の整備につい
て補助等の支援を行いました。
・本部会、入所・地域生活支援専門
部会において、地域生活支援拠点等
の議論を行いました。

・柏圏域に福祉型障害児入所施設
を1箇所設置できるよう、補助等の
支援を行います。
・地域生活支援拠点（体制）につい
て、地域の実情に応じて求められて
いる在り方を踏まえ、整備に向けて
検討を行います。

1-4　地域生活支援拠
点等の整備

１-（２）-④
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（２）日中活動の場の充
実

障害福祉事業課（地域）

④・市町村が実施する地域活動支援センターの充実を図るため、地域
の特性に応じた支援ができるよう、国に対して必要な財源の確保を引き
続き要望します。
・また、地域活動支援センターの実態把握を踏まえ、手話通訳の配置な
どのコミュニケーション支援の要否を問わず障害のある人が等しく適切
な支援を受けられるよう、実施主体である市町村と協議しながら、県独
自の補助制度の見直しを検討し、地域活動支援センターの充実に向け
た支援を行います。

・地域活動支援センターに関する財
源確保については、関東甲信越地区
障害福祉主管課長会議等を通じて、
４回国に対して要望を行いました。

・地域活動支援センターに関する財
源確保については、引き続き要望を
行っていきます。
・地域活動支援センターに関する県
補助の見直しについては、県内の
地域活動支援センターの実態把握
を進め、検討を進めます。

・地域活動支援センターに関する財
源確保については、関東甲信越地区
障害福祉主管課長会議等を通じて、
４回国に対して要望を行いました。
・地域活動支援センターに関する県
補助の見直しについては、県内の実
態把握のため、設置状況調査を行い
ました。

・地域活動支援センターに関する財
源確保については、引き続き要望を
行っていきます。
・引き続き地域活動支援センターに
係る補助を続けていくとともに、設
置状況調査を踏まえた補助制度の
検討を進めてまいります。

1-5　地域活動支援セ
ンター所在市町村

１-（３）-①
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

障害福祉事業課（地域）

①・引き続き、ホームヘルパー等に対する各種研修を行うことにより、支
援の質の向上に取り組むとともに、利用者のニーズに応えられる十分な
サービス量の確保に努めます。
・重度訪問介護については、対象者が拡大されたことから、サービス利
用状況や障害のある人のニーズを十分把握した上で、市町村の支給決
定を尊重した国庫負担とすることなどの必要な見直しを国に要望しま
す。

・各種研修の実施
①重度訪問介護従業者養成研修
　　養成人数１６人、研修回数６回
②同行援護従業者養成研修
　　養成人数４３２人、研修回数３１回
③強度行動障害支援者養成研修
　　養成人数３３７人、研修回数５回
④移動介護従業者養成研修
　　養成人数２５６人、研修回数１８回
・国庫負担基準については、平成27
年度から重度障害者の割合が5％以
上の自治体に対し、超過負担の軽減
が図られたが、さらなる超過負担の
解消のための支援策を講じることを
国に要望しました。

・今後も同等以上の研修を実施し、
ホームヘルパー等の支援の質の向
上に努め、利用者のニーズに応え
られるサービス量の確保に努めま
す。
・国庫負担基準による超過負担解
消のための支援策を講じるよう、引
き続き国へ要望していきます。

・各種研修の実施
①重度訪問介護従業者養成研修
　　養成人数8人、研修回数10回
②同行援護従業者養成研修
　　養成人数555人、研修回数30回
③強度行動障害支援者養成研修
　　養成人数1463人、研修回数6回
④移動介護従業者養成研修
　　養成人数62人、研修回数5回
・国庫負担基準については、平成27
年度から重度障害者の割合が5％以
上の自治体に対し、超過負担の軽減
が図られたが、さらなる超過負担の
解消のための支援策を講じることを
国に要望しました。

・今後も同様の研修を実施し、ホー
ムヘルパー等の支援の質の向上に
努め、利用者のニーズに応えられ
るサービス量の確保に努めます。
・国庫負担基準による超過負担解
消のための支援策を講じるよう、引
き続き国へ要望します。

１-（３）-②
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

障害者福祉推進課（障害・
権利）
障害福祉事業課（地域）

②・障害のある人が、引き続き、住み慣れた地域で安心して生活できる
ようにするとともに、その生活の質的向上を図るため、県として市町村間
の意思疎通支援事業や移動支援事業の円滑な相互利用や事業の充実
に向けて助言・支援等を行います。
・そのために移動支援従業者の資質の向上、コミュニケーション手段の
確保等、社会参加促進のためのサービスの充実を図ります。

・市町村地域生活支援事業である意
思疎通支援事業や移動支援事業に
ついては、市町村からの照会に対す
る助言を行うとともに、県内の実施状
況の調査を行い、状況把握に努めま
した。
・移動介護従業者養成研修
　　養成人数２５６人、研修回数１８回

・意思疎通支援事業や移動支援事
業については、引き続き県内の実
施状況の把握に努めるとともに、調
査情報を市町村へ共有する等、市
町村間の連携に資するような情報
提供に努めます。
・今後も同等以上の研修を実施し、
移動支援従業者の資質の向上に努
めます。

・意思疎通支援事業については、市
町村からの照会に対し助言を行いま
した。
・市町村地域生活支援事業である意
思疎通支援事業や移動支援事業に
ついては、市町村からの照会に対す
る助言を行うとともに、県内の実施状
況の調査を行い、状況把握に努めま
した。
・移動介護従業者養成研修
養成人数62人、研修回数5回

・今後も、市町村格差をなくすため、
県内の実施状況把握に努め、助言
等をしていきます。
・意思疎通支援事業や移動支援事
業については、引き続き県内の実
施状況の把握に努めるとともに、調
査情報を市町村へ共有する等、市
町村間の連携に資するような情報
提供に努めます。
・今後も同様の研修を実施し、同行
援護者従事者の資質向上に努めま
す。
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２
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１-（３）-③
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

障害者福祉推進課（障害）
障害福祉事業課（地域）

③・重度の視覚障害のある人などの外出する機会を確保するため、同
行援護事業従事者の資質の向上に努めるとともに、盲導犬・介助犬等
の育成、中途で視覚障害となった人の歩行訓練やコミュニケーション訓
練、視覚障害のある人のための教養・文化講座など、適切な実施に努
めます。

・盲導犬・介助犬等の育成
盲導犬4頭、介助犬1頭を育成・給付
しました。
・中途視覚障害者向けの訓練
「中途視覚障害者自立更生支援事
業」として、歩行訓練等を632回実施
しました。
・教養・文化講座
手芸等の教養講座を10回、朗読劇及
び点字教室をそれぞれ1回開催しま
した。
・同行援護従業者養成研修
　　養成人数４３２人、研修回数３１回

・今後とも引き続き事業の適切な実
施に努めます。
・今後も同等以上の研修を実施し、
同行援護従業者の資質の向上に努
めます。

・盲導犬・介助犬等の育成
盲導犬5頭を育成・給付しました。
・中途視覚障害者向けの訓練
「中途視覚障害者自立更生支援事
業」として、歩行訓練等を734回実施
しました。
・教養・文化講座
教養講座として、千葉駅改修後の見
学会を2回、点字教室を18回開催しま
した。
・同行援護従業者養成研修
　　養成人数555人、研修回数30回

・今後とも引き続き事業の適切な実
施に努めます。
・今後も同様の研修を実施し、同行
援護従業者の資質の向上に努めま
す。

１-（３）-④
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

障害福祉事業課（療育・事
業）

④・介護する家族等への支援については、短期入所事業のほか、身近
な地域において柔軟な対応ができるよう、市町村の地域生活支援事業
の活用等を通じた環境整備を促進します。
・また、引き続き介護する家族等のニーズに応えるため、短期入所事業
所の整備の促進とともに、短期入所の情報提供については、県のホー
ムページ上に作成した資源マップに実施機関の連絡先等の基本情報を
掲載します。
・緊急時に利用する利用者の特性を受入れる施設が把握できる仕組み
づくりについて、個人情報保護の観点も踏まえながら、検討します。

・障害福祉課の千葉県小児等在宅医
療連携拠点事業のホームページに
重症心身障害児を受け入れが可能
な短期入所事業所の連絡先等を掲
載しました。
・短期入所事業所３箇所に整備補助
を行いました。

・引続き県のホームページに重症心
身障害児を受け入れが可能な短期
入所事業所の連絡先等を掲載して
いきます。
・引き続き介護する家族等のニーズ
に応えるため、短期入所事業所の
整備補助を１箇所計画し、量的拡充
に努めます。

・引き続き、県のホームページに、医
療的ケアを要する障害児を受け入れ
ることが可能な短期入所事業所の連
絡先等を掲載し、情報提供に努めま
した。
・短期入所事業所１箇所に整備補助
を行いました。

・引き続き、医療・福祉資源に関す
る情報の提供に努めます。
・引き続き介護する家族等のニーズ
に応えるため、短期入所事業所の
整備補助等により、量的拡充に努
めます。

１-（３）-⑤
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

障害者福祉推進課（権利）

⑤・障害者虐待防止法や障害者差別解消法、成年後見制度などの周知
に努めるとともに、家族が学習し意識を高めることができるよう、先進的
な事例について情報提供するなど、家族の主体的な活動、自助のため
に支え合う当事者団体や家族会の活動を支援します。

・障害者虐待防止法においては、平
成２８年２月１９日に養護者向けの講
演会を開催しました。また、障害者差
別解消法においては、参考資料とし
て、広く県民から障害のある人に対
する配慮等に関する事例を集め、事
例集を作成しました。

・今後も、養護者への講演会の開催
等により、当事者団体や家族会の
活動を支援していきます。

・障害者虐待防止法においては、平
成２９年２月２４日に一般県民向けの
講演会を開催しました。また、障害者
差別解消法においては、当事者団体
等を含めた関係団体に対し、法の概
要等について研修会講師として説明
を行いました。

・今後も、一般県民向けの講演会の
開催等により、当事者団体や家族
会をはじめとした県民活動を支援し
ていきます。

１-（３）-⑥
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

健康福祉指導課

⑥・日常生活自立支援事業により、知的障害のある人や精神障害のあ
る人など、判断能力が不十分な人に対して、福祉サービスの利用援助
や金銭管理等の支援を行い、自立した地域生活が行えるよう支援しま
す。
・その他、在宅の障害のある人やその家族などに対する福祉サービス
の充実や社会生活力を高めるための支援を検討します。

・平成27年度から全市町村社会福祉
協議会で実施する体制になり、利便
性が向上したため、利用者数は目標
値を大幅に上回り、１０５９人となりま
した。

・知的障害のある人や精神障害の
ある人の権利を擁護し、安心した地
域生活が送ることができるよう、引
き続き、福祉サービスの利用援助
や金銭管理等の支援を行います。

・平成27年度から全市町村社会福祉
協議会で実施する体制になり、利便
性が向上したため、利用者数は目標
値を大幅に上回り、１１５９人となりま
した。

・知的障害のある人や精神障害の
ある人の権利を擁護し、安心した地
域生活が送ることができるよう、引
き続き、福祉サービスの利用援助
や金銭管理等の支援を行います。

1-6　日常生活自立支
援事業利用者数

１-（３）-⑦
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（３）地域生活を推進す
るための在宅サービス
の充実

健康福祉指導課

⑦・「生活困窮者自立支援法」に基づく支援として、ひきこもりや障害の
ある生活困窮者からの就労その他の自立に関する相談を受け、抱えて
いる課題を評価・分析し、そのニーズに応じた自立支援計画を策定の
上、必要な支援に結びつける自立相談支援事業や就職を容易にするた
め住居を確保するための資金を給付する住居確保給付金などの支援を
通じて地域福祉全体での取組を行っていきます。

・平成２７年度より生活困窮者自立支
援法が施行され、生活困窮者からの
相談を受け、自立相談支援事業や住
居確保給付金の支給などの支援を
県内の全ての市及び、県（町村部）で
実施しました。

・「生活困窮者自立支援法」に基づ
き、生活に困窮する人からの就労
その他の自立に関する相談を受
け、そのニーズに応じた自立支援計
画を策定の上、必要な支援に結び
つける自立相談支援事業や住居確
保給付金の支給などの支援を通じ
て地域福祉全体での取り組みを引
き続き行っていきます。

・平成２７年度より生活困窮者自立支
援法が施行され、生活困窮者からの
相談を受け、自立相談支援事業や住
居確保給付金の支給などの支援を
県内の全ての市及び、県（町村部）で
実施しました。

・「生活困窮者自立支援法」に基づ
き、生活に困窮する人からの就労
その他の自立に関する相談を受
け、そのニーズに応じた自立支援計
画を策定の上、必要な支援に結び
つける自立相談支援事業や住居確
保給付金の支給などの支援を通じ
て地域福祉全体での取り組みを引
き続き行っていきます。

１-（４）-①
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（４）重度・重複障害の
ある人等の地域生活移
行の推進

障害福祉事業課（県立・事
業）

①・県内各地域での強度行動障害のある人への支援体制の構築に向
け、「強度行動障害のある方への支援体制構築事業」や「強度行動障害
のある方の支援者に対する研修事業」の成果や課題を検証し、支援の
あり方等について、引き続き、検討を進めるとともに、その成果、研修効
果の県全域への普及を図ります。
・あわせて、「強度行動障害県単加算事業」を引き続き実施し、受入れを
行う施設等を支援するとともに、既存のグループホームが強度行動障害
のある人を受け入れるための改修等の経費に対して、補助対象の拡大
を検討します。
・また、地域住民に障害のある人を身近に感じてもらえるよう、施設等に
おける地域交流をより推進します。

・「強度行動障害のある方への支援
体制構築事業（モデル事業）」を実施
し、モデル事業によって整備されたグ
ループホームへの入居後約2年間の
支援内容を強度行動障害のある方
への支援のあり方検討会に報告し検
討しました。「強度行動障害のある方
の支援者に対する研修」を千葉県発
達障害者支援センターに委託して通
年で38日間実施し、県内施設の支援
員16名が受講した。研修の実践成果
については実践報告会を開催し258
名が参加しました。

・「強度行動障害のある方への支援
体制構築事業（モデル事業）」の成
果については、強度行動障害のあ
る方への支援のあり方検討会など
で検証を行ったうえで、成果の普
及、啓発に努めます。「強度行動障
害のある方の支援者に対する研
修」については、施設関係者や市町
村に働きかけ研修修了者による研
修内容の普及を図ります。また研修
を平成28年度以降も着実に実施
し、今後、通所事業所等の障害福
祉サービス従事者に対する拡充も
検討します。

・「強度行動障害のある方の支援者
に対する研修」を千葉県発達障害者
支援センターに委託して通年で34日
間実施し、県内施設の支援員16名が
受講しました。研修の実践成果につ
いては実践報告会を開催し259名が
参加しました。
・「袖ヶ浦福祉センター利用者受入等
支援事業」を引き続き実施し、受入れ
を行う施設等を支援するとともに、グ
ループホーム創設の際の補助対象
を強度行動障害者等の受入人数２名
以上から１名以上に変更し、条件の
緩和を行いました。
・「強度行動障害県単加算事業」によ
り、強度行動障害者を受入れる障害
者支援施設（入所施設）を支援すると
ともに、強度行動障害のある方への
支援のあり方検討会において、同事
業の状況等を整理しました。
・強度行動障害のある人を地域で支
援していくための必要な体制整備等
の支援について国へ要望しました。

・「強度行動障害のある方の支援者
に対する研修」については、施設関
係者や市町村に働きかけ、研修修
了者による研修内容の普及を図り
ます。
また研修の対象に生活介護事業所
の支援員も含めて実施します。
・「袖ヶ浦福祉センター利用者受入
等支援事業」を引き続き実施し、受
入れを行う施設等を支援します。
・引き続き、「強度行動障害県単加
算事業」により、強度行動障害を受
入れる障害者支援施設（入所施設）
を支援するとともに、同事業の実施
状況等を踏まえ、課題の精査等を
行っていきます。
・強度行動障害のある人を地域で
支援していくための必要な体制整
備等の支援について、国への要望
等を検討していきます。

1-7　強度行動障害の
ある人を支援している
施設等の数
1-8　「強度行動障害
のある方の支援者に
対する研修事業」受
講者数（累計）
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

１-（４）-②
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（４）重度・重複障害の
ある人等の地域生活移
行の推進

障害福祉事業課（療育・事
業・地域）

②・重症心身障害の状態にある人（子どもを含む）の支援の充実を図る
ため、在宅で生活している重症心身障害の状態にある人を受入れること
が可能な短期入所事業所をはじめ、生活介護等の日中活動の場の整
備を引き続き促進します。
・また、医療的ケアが必要な障害のある人や子どもが在宅で医療や福
祉サービスを受けられるよう、訪問看護師の育成研修や地域リーダー
的な相談支援専門員の育成を図ります。
・なお、市町村の地域生活支援事業において、利用者の状況に応じた
柔軟な形態による事業ができるよう市町村に働きかけを行います。

・在宅医療を必要とする小児へ必要
な支援を行う人材の育成を行うた
め、重症児等を受け入れる訪問看護
師研修を実施しました。
・重症心身障害の状態にある人を受
入れることが可能な日中活動の場
（短期入所、生活介護）１箇所に整備
補助を行う等、支援しました。
・市町村の地域生活支援事業につい
ては、市町村からの照会に対する助
言を行うとともに、県内の実施状況の
調査を行い、状況把握に努めまし
た。

・未受講の圏域について、訪問看護
師研修を実施します。
・重症心身障害の状態にある人を
受入れることが可能な生活介護事
業所の整備補助を１箇所計画する
等、支援に努めます。
・市町村の地域生活支援事業につ
いては、引き続き県内の状況把握
に努めるとともに、各市町村の実施
事例の共有等、市町村間の情報交
換について検討します。

・在宅医療を必要とする小児へ必要
な支援を行う人材の育成を行うた
め、重症児等を受け入れる訪問看護
師研修を実施しました。
・重症心身障害の状態にある人を受
入れることが可能な日中活動の場
（生活介護）１箇所に整備補助を行う
等、支援を行いました。
・市町村の地域生活支援事業につい
ては、市町村からの照会に対する助
言を行うとともに、県内の実施状況の
調査を行い、状況把握に努めまし
た。

・在宅医療を必要とする小児へ必要
な支援を行う人材の育成を行うた
め、重症児を受け入れる訪問看護
師に対する研修を引き続き実施す
るほか、NICUから在宅医療につな
ぐことのできる看護師の育成研修を
実施します。
・引き続き、重症心身障害の状態に
ある人を受入れることが可能な日中
活動の場の整備を促進していきま
す。
・市町村の地域生活支援事業につ
いては、引き続き県内の状況把握
に努めるとともに、各市町村の実施
事例の共有等、市町村間の情報交
換について検討します。

1-9　重症心身障害児
者対応可能な通所施
設設置箇所数

１-（４）-③
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（４）重度・重複障害の
ある人等の地域生活移
行の推進

障害福祉事業課（療育・事
業）

③・福祉型障害児入所施設に入所している18歳以上の障害のある人に
ついては、支援主体となる市町村、障害児入所施設、児童相談所によ
る地域移行等連絡調整会議を開催し、入所者の特性に応じてグループ
ホーム、障害者支援施設等への移行を図ります。
・なお、移行に伴うグループホームの整備については、関係法人等への
働きかけや対応について検討します。

・福祉型障害児入所施設に入所して
いる全ての18歳以上の障害のある人
について、地域移行等連絡調整会議
を開催し、将来の支援について検討
しました。
・移行に伴うグループホームの整備
等について、関係法人等への働きか
けや対応について検討を行いまし
た。

・引続き福祉型障害児入所施設に
入所している18歳以上の障害のあ
る人を対象に地域移行等連絡調整
会議を開催し、入所者の特性に応じ
た障害者支援施設等への移行を図
ります。
・移行に伴うグループホームの整備
等については、関係法人等への働
きかけを通じて検討を行います。

・福祉型障害児入所施設に入所して
いる全ての18歳以上の障害のある人
について、地域移行等連絡調整会議
を開催し、将来の支援について検討
しました。
・移行に伴うグループホームの整備
等について、関係法人等への働きか
けを行うとともに検討を行いました。

・引続き福祉型障害児入所施設に
入所している18歳以上の障害のあ
る人を対象に地域移行等連絡調整
会議を開催し、入所者の特性に応じ
た障害者支援施設等への移行を図
ります。
・引き続き、移行に伴うグループ
ホームの整備等について、関係法
人等への働きかけを通じて検討を
行います。

１-（５）-①
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（５）入所施設の有する
人的資源や機能の活
用

障害福祉事業課（事業）

①・地域で生活する障害のある人に対する在宅支援の拠点（地域交流・
避難拠点等）として、入所施設の機能の積極的な活用を図るとともに、
引き続き、重度の障害を持つ人や医療的ケアが必要な人の施設入所支
援、短期入所等のニーズの受け皿として入所施設（障害者支援施設）は
重要な役割を担っています。
・施設の一層の小規模化、個室化、バリアフリー化や高齢化に対応した
改修等を支援し、安全・安心な住まいの場を確保するよう、努めます。

・入所施設（障害者支援施設）におい
て、耐震化に対応した一部改築の整
備補助を行いました。また、一部改築
の一体的整備として、個々の障害特
性に対応した個室化等の整備補助を
行い、利用者の安心・安全を確保し、
生活環境の向上を図りました。

・引き続き、施設の一層の小規模
化、個室化、バリアフリー化等を支
援し、安全・安心な住まいの場を確
保するよう努めていきます。

・安全・安心な住まいの場を確保する
ため、施設の小規模化、個室化等に
ついて、助言を行いました。（障害者
支援施設１か所個室化実施）

・引き続き、施設の一層の小規模
化、個室化、バリアフリー化等を支
援し、安全・安心な住まいの場を確
保するよう努めていきます。

１-（５）-②
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（５）入所施設の有する
人的資源や機能の活
用

障害福祉事業課（療育・事
業）

②・障害のある人の地域生活支援の推進のための地域生活支援拠点
等の整備により、地域での暮らしの安心感を担保し、親元からの自立を
希望する障害のある人に対する支援等に努めます。
・以下により、地域連携の体制づくりを推進します。（ア）入所施設やグ
ループホームの居住支援機能（イ）短期入所、地域相談支援・地域生活
支援事業の活用などによる地域生活支援機能（ウ）生活介護、就労支
援等の日中活動（エ）訪問介護などの在宅医療等の一体的な整備及び
コーディネーターの配置　等

・現在配置されている療育支援コー
ディネーター6名により、18歳未満の
子どもに対し発達障害等についての
相談を実施しました。
・地域生活支援拠点等の整備につい
ては、地元市等からの要望を踏ま
え、検討を行いました。
・本部会、入所・地域生活支援専門
部会において、国及び各都道府県の
状況について紹介、議論を行いまし
た。

・引続き１８歳未満の子どもに対し
発達障害等についての相談を実施
していきます。
・引き続き、地域生活支援拠点等の
整備については、地元市等からの
要望を踏まえ、検討を行うとともに、
支援に取り組みます。
・本部会や専門部会において、地域
生活支援拠点の状況報告及び検討
を行います。

・現在配置されている療育支援コー
ディネーター6名により、18歳未満の
子どもに対し発達障害等についての
相談を実施しました。
・印旛圏域（印西市・栄町・酒々井町）
の地域生活支援拠点の整備につい
て補助等の支援を行いました。
・本部会、入所・地域生活支援専門
部会において、地域生活支援拠点等
の議論を行いました。

・引続き18歳未満の子どもに対し発
達障害等についての相談を実施し
ていきます。
・引き続き、地域生活支援拠点等の
整備については、地元市等からの
要望を踏まえ、検討を行うとともに、
支援に取り組みます。
・本部会や専門部会において、地域
生活支援拠点の状況報告及び検討
を行います。

1-11　地域生活支援
拠点等の整備(再掲)

１-（５）-③
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（５）入所施設の有する
人的資源や機能の活
用

障害福祉事業課（事業）

③・ 障害程度の重い人や、医療的ケアを必要とするなど入所による支
援が必要となる人のサービス提供に不足が生じないよう、グループホー
ム等での生活が可能な人については、障害者支援施設（入所施設）か
らの地域移行を推進します。
・また、医療的ケアが必要な障害程度の重い人等を受入れる短期入所
事業所の拡充に努めます。あわせて、地域での支援が困難な障害のあ
る人に対しては、障害者支援施設（入所施設）の果たす役割が引き続き
重要であることに留意しつつ、障害者支援施設（入所施設）の有する人
的資源や機能を地域生活の支援に活用することで、地域移行が可能と
なる環境づくりを推進します。

・東葛飾地域に医療的ケアが必要な
障害程度の重い人等を受入れる空
床型の短期入所事業所を１箇所指定
しました。
・入所施設（障害者支援施設）からの
地域移行や入所施設の有する人的
資源や機能の活用について、入所・
地域生活支援専門部会等を通じて検
討を行いました。
・医療的ケアが必要な障害程度の重
い人等を受入れる短期入所事業所
に対して運営費補助を行いました。

・医療的ケアが必要な障害程度の
重い人等を受入れる短期入所事業
所の拡充に努めていきます。（療
育）

・引き続き、障害程度の重い人等を
受入れる事業所の拡充に努めると
ともに、入所施設（障害者支援施
設）からの地域移行等について検
討を行っていきます。

・障害者支援施設（入所施設）からの
地域移行や入所施設の有する人的
資源や機能の活用について、入所・
地域生活支援専門部会等を通じて検
討を行いました。
・医療的ケアが必要な障害程度の重
い人等を受入れる短期入所事業所
（５事業所）に対して運営費補助を行
いました。

・医療的ケアが必要な障害程度の
重い人等を受入れる短期入所事業
所の拡充に努めていきます。

・引き続き、障害者支援施設（入所
施設）からの地域移行等について
検討を行っていきます。

1-10　指定障害者支
援施設の必要定員総
数

１-（５）-④
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（５）入所施設の有する
人的資源や機能の活
用

障害福祉事業課（県立）

④・強度行動障害のある人に対する支援については、「強度行動障害の
ある方への支援体制構築事業」及び「強度行動障害のある方の支援者
に対する研修事業」の成果や課題、また、千葉県袖ヶ浦福祉センター利
用者の地域移行に向けた取組状況を踏まえ、「強度行動障害のある方
への支援のあり方検討会」において、障害者支援施設（入所施設）で支
援が必要な人や支援のあり方についての考え方、障害者支援施設（入
所施設）のバックアップ機能の向上について検討します。
・また、千葉県袖ヶ浦福祉センターと民間施設等との連携を強化するとと
もに、研修の受講促進や充実により人材育成を進め、民間法人により、
県内各地で強度行動障害のある人への支援を実施する体制の構築を
図ります。

・「強度行動障害のある方への支援
のあり方検討会」を3回実施し、強度
行動障害のある方への支援体制構
築事業や強度行動障害のある方へ
の支援者に対する研修事業の成果
や課題、袖ケ浦福祉センター更生園
の移行に向けた取り組み状況などを
検討しました。
・県内で強度行動障害者を支援して
いる6施設の現状把握調査を行い、
その結果を「強度行動障害のある方
への支援のあり方検討会」に報告し、
施設利用者の地域移行支援につい
て意見交換を行いました。

・「強度行動障害のある方への支援
体制構築事業（モデル事業）」の結
果等を踏まえて、県内各地で民間
法人により強度行動障害のある方
への支援を実施するためのバック
アップなどの機能や受入れ体制の
あり方、民間法人へのインセンティ
ブの方法などを検討していきます。

・「強度行動障害のある方への支援
のあり方検討会」を3回実施し、強度
行動障害のある方への支援制度の
見直し、今後の研修のあり方等を検
討しました。
・強度行動障害のある方への支援に
ついて検討するため、障害者支援施
設、障害児入所施設、短期入所事業
所139事業所（回答130事業所）を対
象に利用者の有無（人数）やサービ
ス内容に関する実態調査を実施しま
した。

・「強度行動障害のある方への支援
のあり方検討会」において、引き続
き県内各地で民間法人により強度
行動障害のある方への支援を実施
するためのバックアップなどの機能
や受入れ体制のあり方、民間法人
へのインセンティブの方法などを検
討していきます。

4



第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

１-（６）-①
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○ 千葉県袖ヶ浦福祉
センター

障害福祉事業課（県立）

①・指定管理者制度を含めた施設の運営方法については、平成29年度
末までを「集中見直し期間」として（福）千葉県社会福祉事業団を指定管
理者とし、県が運営に積極的に関与し、民間団体の協力を得つつ、（福）
千葉県社会福祉事業団にも見直しへの取組を促すとともに、パーソナル
サポーターの派遣など県や外部による重層的なチェックシステムの構築
を図ります。
・また、集中見直し期間中に民間法人が千葉県袖ヶ浦福祉センターの運
営に参入しやすい環境整備を行い、それまでの指定管理者制度の運用
を見直します。
・具体的には、養育園・更生園の一体運営の見直し・分割を図ることによ
り、小規模ケアとガバナンスが徹底された民間法人の参入を促します。
・これらの見直しの実効性を確保するため、外部の第三者の評価を受け
ながら、進捗管理を行います。
・なお、集中見直し期間終了後の運営形態については、千葉県袖ヶ浦福
祉センターの運営状況や民間法人の動向を見て検討する必要がありま
す。

・第３期指定管理者（平成28年度から
平成29年度まで）として千葉県社会
福祉事業団を非公募で指定し、事業
団に見直しへの取り組みを促しまし
た。チェック体制の充実強化として、
県による3回の監査や指定管理者モ
ニタリング、外部チェックとしてパーソ
ナルサポーター12名の派遣や相談
支援アドバイザー3名により支援環境
等の確認を行いました。
・集中見直し期間終了時点において
民間法人が参入しやすいよう、養育
園と更生園をそれぞれ単独の県立施
設として管理運営できる体制整備に
向け検討しました。

・28年度も県の監査（抜き打ち含
む）や見直し進捗管理委員会委員
による個別支援計画の確認、指定
管理者モニタリングにより支援の実
態把握に努めます。また引き続き
パーソナルサポーターその他外部
の目を入れることで、権利擁護の仕
組みの強化に努めます。
・養育園と更生園をそれぞれ単独
の施設として管理運営できる体制
整備に向けた検討については、平
成28年度に具体的な方向性を示し
ます。

・県による3回の監査や外部有識者を
招いた指定管理者モニタリング、
パーソナルサポーター12名や相談支
援アドバイザー3名の派遣により、引
き続き充実したチェック体制を維持し
支援環境等の確認を行いました。
・民間法人が指定管理者に参入しや
すいように、平成29年2月定例県議
会において、更生園と養育園を分割
して管理運営するための条例改正を
行いました。

・平成29年度も県の監査（抜き打ち
含む）や見直し進捗管理委員会委
員による個別支援計画の確認、指
定管理者モニタリングにより支援の
実態把握に努めます。また引き続き
パーソナルサポーターその他外部
の目を入れることで、権利擁護の仕
組みの強化に努めます。
・更生園と養育園それぞれの第4期
指定管理者（平成30年度から平成
34年度まで）の募集を行い、外部有
識者からの意見聴取等により、小
規模ケアとガバナンスが徹底された
法人を選定します。

１-（６）-②
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○ 千葉県袖ヶ浦福祉
センター

障害福祉事業課（県立）

②・きめ細かなケアを進め、個々の利用者に合った暮らしを確保するた
め、千葉県袖ヶ浦福祉センター利用者の民間施設や地域への移行を推
進し、定員規模を現行の半分程度に縮小することを目指すとする第三
者検証委員会の答申に沿って移行を進めます。
・具体的には、民間施設団体やその他の団体等関係者の協力を得なが
ら、計画的に受入側の支援体制を確保します。
・また、利用者・保護者に対する十分な情報提供や助言、施設見学・体
験利用の実施等により、利用者・保護者の理解を得ながら、地域の相談
支援事業所等関係機関と連携し、個々の特性やニーズに合った適切な
支援が受けられる移行先の選定・調整、また移行後のフォローアップを
行います。

・事業団において県とともに知的障害
者福祉協会、相談支援事業者、外部
有識者から移行ワーキングチームを
５回開催し、移行を進めるための方
策について意見交換しました。
・保護者に対する情報提供として、更
生園保護者会において他施設の見
学を７回、利用者受入れ表明法人に
よるオリエンテーション等の研修会を
３回行いました。

・平成28年度以降もセンター利用者
の移行が円滑に進むよう、利用者・
保護者の意見を聴きながら、市町
村等関係機関とも連携してマッチン
グ・調整に努めます。
・保護者への情報提供及び保護者
との関係強化については、保護者
説明会や研修会の開催、他施設見
学の実施など引き続き実施します。

・事業団において、県、知的障害者
福祉協会、相談支援事業者、外部有
識者による移行ワーキング会議を４
回開催し、移行を進めるための方策
等について意見交換を行いました。
・保護者に対する情報提供として、保
護者説明会を２回、他施設見学会を
７回行いました。

・平成29年度以降もセンター利用者
の以降が円滑に進むよう、事業団
においては更生園内に地域移行推
進班を設置し、利用者・保護者の意
見を聴きながら、市町村等関係機
関とも連携してマッチング・調整に
努めます。
・保護者への情報提供及び保護者
との関係強化については、保護者
説明会等の開催、他施設見学会な
どを引き続き実施します。

1-12　千葉県袖ヶ浦
福祉センターの必要
入所定員総数

１-（６）-③
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○ 千葉県袖ヶ浦福祉
センター

障害者福祉事業課（県立）

③・施設の閉鎖性の解消のため、利用者の障害特性に応じた開放的で
明るい住環境・生活空間となるよう、施設整備等により改善を図るととも
に、外部の目が入りやすく、個々の利用者に合った適正な支援が可能と
なる施設のあり方を検討します。

・開放的で明るい住環境となるよう、
養育園第2寮を2ユニット化するととも
に、劣化した窓ガラスやシャッターの
交換等を行った。また更生園ではス
ロープの段差解消や居室扉の改修
等の設計を行いました。

・今後も引き続き施設整備等による
改善を図るとともに地域と交流する
機会の増加など開放性の向上に努
めます。

・更生園のスロープの段差解消や居
室扉の改修、センター全体に係る自
動火災報知機の改修など老朽化した
設備の改修工事を行いました。養育
園第３寮浴室改修工事や、竹寮廊下
の張り替え工事、そよかぜ荘などへ
のスプリンクラー設置工事の設計を
行いました。

・今後も引き続き施設整備等による
改善を図るとともに、個々の利用者
に合った適正な支援が可能となる
施設を目指します。

１-（６）-④
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○ 千葉県袖ヶ浦福祉
センター

障害福祉事業課（県立）

④・目指すべき方向性として、養育園は、県立施設の公的責任として、
被虐待児童のシェルター機能（セーフティネット機能）や、保護者と利用
者、地域をつなげる相談・療育支援などの機能・役割を、また、更生園
は、当面、県立施設として、強度行動障害者支援に係るノウハウを支援
関係者に対して情報発信するなど、民間のモデルとなる強度行動障害
支援等拠点としての機能・役割を果たします。

・養育園では被虐待児のシェルター
機能として緊急一時保護の受入れを
検討しました。更生園では強度行動
障害支援に係るノウハウの情報発信
として、強度行動障害支援検討会を2
回開催し、他施設から68名の参加が
ありました。

・養育園は利用者の移行が順調に
進んでいることから定員半減後の
施設のあり方についての検討を行
います。更生園については引き続き
強度行動障害に係る支援ノウハウ
の情報発信を行っていきます。

・養育園では被虐待児のシェルター
機能として、緊急一時保護の受入れ
を行いました。また、定員半減後も、
被虐待児童のシェルター機能や保護
者と利用者、地域をつなげる、相談・
療育支援の役割を果たすなどの方向
性を決定しました。
・自主事業を委譲した２法人に職員５
名を派遣し研修を行うなど、民間法
人への職員の派遣研修を行い、民間
施設との連携強化を図りました。

・センターの見直しを行い、「袖ケ浦
福祉センターの次期指定管理の方
針について」で決定した方向性に
沿って、平成30年度からの次期指
定管理者の募集を行い、指定管理
者を選定します。

１-（６）-⑤
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○千葉県千葉リハビリ
テーションセンター

障害福祉事業課（県立）

①・千葉リハビリテーションセンターは、引き続き、県立施設として、重症
心身障害の状態にある人（子どもを含む）、また脊髄損傷、高次脳機能
障害等の重度の障害のある人に対し、民間施設では対応が難しい高度
な医療的ケアから、リハビリテーション、社会復帰に向けた就労支援等
の福祉的支援に至るまでの総合的な機能を担います。
・また、県内の民間リハビリテーション施設に対して技術的な助言や医
師の派遣等の支援を行うなど、中核的センターとしての役割も担いま
す。これらのニーズに十分に対応できるよう、機能の強化について検討
します。

・民間施設で対応が難しいがニーズ
がある利用者への対応として、濃厚
な医療ケアが必要な障害児の放課
後等デイサービスや濃厚な医療ケア
の必要な内部障害を有する障害児
の通園の実施を検討しました。
・社会福祉施設等に対する技術的援
助として医師を165回、延べ165人、
療法士を91回、延べ102人、看護師を
67回、延べ68人、その他専門職員を
38回、38人派遣指導を行いました。

・今後も他の医療機関等では対応
できない高度な医学的リハビリテー
ションから福祉を利用した社会復帰
など総合リハビリテーション機能とし
て県民のニーズに対応していきま
す。
・今後も中核的センターとして社会
福祉施設等に技術的援助を行って
いきます。

・民間施設で対応が難しいがニーズ
がある利用者への対応として、濃厚
な医療ケアが必要な障害児の放課
後等デイサービスや濃厚な医療ケア
の必要な内部障害を有する障害児
の通園の実施を平成28年8月から開
始しました。

・今後も他の医療機関等では対応
できない高度な医学的リハビリテー
ションから福祉を利用した社会復帰
など総合リハビリテーション機能とし
て県民のニーズに対応していきま
す。
・今後も中核的センターとして社会
福祉施設等に技術的援助を行って
いきます。

１-（６）-⑥
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○千葉県千葉リハビリ
テーションセンター

障害福祉事業課（県立）

②・施設の整備については、施設の老朽化への対応と併せ、県民から
の高いニーズに十分に対応できるよう、県立施設としての役割を維持・
強化する視点から、施設整備のあり方を検討します。

・施設整備については、施設の老朽
化、狭隘化等を踏まえ、県立施設とし
ての機能・役割の維持・強化に向け
た施設整備のあり方について検討を
進めました。

・現在、県有施設の老朽化対策に
係る基本的な方針を定める「公共施
設等総合管理計画」の策定を全庁
で進めているところであり、その後、
個別の施設計画を策定するとして
いることから、個別施設計画の策定
の際に千葉リハビリテーションセン
ターの機能強化に向けた施設整備
のあり方について検討していきま
す。

・施設整備については、施設の老朽
化、狭隘化等を踏まえ、県立施設とし
ての機能・役割の維持・強化に向け
た施設整備のあり方について検討を
進めました。

・平成28年2月に県有施設の老朽化
対策に係る基本的な方針を定める
「公共施設等総合管理計画」を策定
し、平成29年度に個別の施設計画
を策定するとしていることから、個別
施設計画の策定の際に千葉リハビ
リテーションセンターの機能強化に
向けた施設整備のあり方について
検討していきます。

１-（６）-⑦
１　入所施設から地
域生活への移行の推
進

（６）県立施設のあり方
○千葉県千葉リハビリ
テーションセンター

障害福祉事業課（県立）

③・平成28年度以降の指定管理者制度の運用について、透明性・公平
性の確保の観点のほか、民間施設では対応困難なサービスを、安定的
かつ効果的に実施できるかといった観点から、総合的に検討します。

・平成28年度からの第3期の指定管
理にあたっては、公募・非公募などの
選定方法や指定管理の期間などに
ついて、県全体の方針を定めるガイ
ドラインなどを踏まえながら検討した
結果、5年間を期間とした指定管理者
の公募を行い、千葉県身体障害者福
祉事業団を指定管理者として選定し
ました。

・県立施設としての機能・役割をさら
に強化していくために、次期指定管
理に向けて選定方法や指定期間な
どについて、県のガイドラインを踏ま
えながら最適な方法を検討していき
ます。

平成２８年度は第３期の指定管理の
開始年度であり、検討については行
わなかった。

・県立施設としての機能・役割をさら
に強化していくために、次期指定管
理に向けて選定方法や指定期間な
どについて、県のガイドラインを踏ま
えながら最適な方法を引続き検討し
ていきます。

5



第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

７-（１）-①
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（１）重度心身障害者
（児）医療費助成制度
の現物給付化の実施

障害者福祉推進課（障害）

①・重度心身障害者（児）の医療費に係る利便性の向上を図るため、市
町村との協議結果を踏まえ、平成27年8月の現物給付化の実施に向け
て、制度の詳細部分の調整を行い、事務を進めます。
・なお、現物給付化されると、医療機関の窓口で受給者証を提示し、通
院1回、入院1日につき300円の一定の自己負担をいただくことで、後日、
市町村に対して払い戻し請求を行う必要がなくなります。
・なお、低所得者（住民税非課税世帯）については、引き続きご負担はあ
りません。また、65歳以上で新たに重度障害となった方については、制
度の対象外となります。

・平成２７年８月から、重度心身障害
者（児）医療費助成制度の現物給付
化を実施しました。

・引き続き、制度の円滑な運用に努
めるとともに、市町村の協力を得な
がら、必要な調査を行うことを検討
します。

・重度心身障害者の医療費助成につ
いては、現物給付化後の制度の円滑
な運用に努めるとともに、事業の実
施主体である市町村に対し、補助を
行いました。

・引き続き、重度心身障害者の医療
費助成を行う市町村に対し、補助を
行います。

７-（２）-①
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（２）地域の支援施設等
のみでは支援が困難な
障害に対する支援の推
進

障害者福祉推進課（精神）
障害福祉事業課（地域）

①・発達障害、高次脳機能障害については、県としての広域的な専門支
援拠点における支援の拡充やバックアップ体制を整えつつ、市町村に
おいても相談支援に対応できるような体制の整備を引き続き推進するた
め、地域における専門性の高い人材の育成や、県内拠点及び地域内の
関連支援機関とのネットワーク構築に取り組みます。

・高次脳機能障害に関する相談等
は、県内3箇所の支援拠点機関を中
心に行っています。27年度の相談件
数は、2万件弱でした。関係機関等と
の会議・研修も行っており、地域での
ネットワーク構築に取り組みました。
・千葉県発達障害者支援センター主
催研修
　研修実施回数１４０回
　延べ参加人数１，６８６人

・今後も引き続き、支援拠点機関を
中心として地域のネットワーク構築・
強化に努めます。
・今後も同等以上の研修を実施し、
地域のおける専門性の高い人材の
育成を実施します。

・高次脳機能障害については、県内3
箇所に支援拠点機関を置き、相談・
支援等を行っています。地域におけ
る支援体制の拡充については、平素
の業務において、市町村や関係機関
職員に対する助言・指導を行うととも
にネットワークの構築に取り組みまし
た。
・千葉県発達障害者支援センター主
催による研修を開催し、地域におけ
る人材育成と相談支援体制の構築
に努めました。
開催回数　102回
延参加人数　1258人

・今後も引き続き、支援拠点機関を
中心として、高次脳機能障害に関す
る支援体制と地域のネットワーク構
築・強化に努めます。
・引き続き同様の研修を開催し、地
域における人材育成と相談支援体
制の構築に努めます。

7-2　高次脳支援拠点
機関数
7-3　高次脳機能障害
相談件数

７-（２）-②
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（２）地域の支援施設等
のみでは支援が困難な
障害に対する支援の推
進

障害福祉事業課（地域）

②・発達障害のある人への理解の深化や支援体制の整備を図るため、
地域において啓発や支援者養成を目的とする研修等を行うとともに、千
葉県発達障害者支援センター（CAS）と地域の相談支援機関との役割分
担を明確にし、連携を進めます。

・相談支援従事者専門コース別等研
修及び発達障害相談員フォローアッ
プ研修を実施しました。
・千葉県内における発達障害に係る
相談支援体制のリーフレットの作成
及び配布を行いました。

・今後も同等以上の研修を実施し、
地域の発達障害の相談支援が対
応可能な人材を養成し、リーフレット
等を配布することで地域の相談支
援機関との役割分担を明確にし、連
携を進めます。

・相談支援従事者専門コース別等研
修及び発達障害相談員フォローアッ
プ研修を実施しました。
・千葉県内における発達障害に係る
相談支援体制のリーフレットを配布
するとともに、地域において対応可能
な相談支援機関（80機関）を県ホー
ムページに掲載しました。

・引き続き同様の研修を実施すると
ともに、身近な地域で発達障害の相
談に対応できる人材と相談支援機
関の育成に努めます。

7-1　発達障害者支援
センター運営事業（研
修等受講者数）（相談
件数（地域相談支援
機関での対応を含
む）)（再掲）

７-（２）-③
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（２）地域の支援施設等
のみでは支援が困難な
障害に対する支援の推
進

障害福祉事業課（療育）

③・高機能広汎性発達障害のある人などの日中活動の場の整備を促進
します。
・また、発達障害のある子どもの子育て経験のある保護者をペアレントメ
ンターとして登録し、その拡充や活動を支援します。

・ペアレントメンターを相談者140名に
派遣し、家族の支援及び家族同士で
支援できる体制の構築を推進しまし
た。

・引続きペアレントメンターを相談者
に派遣し、家族の支援及び家族同
士で支援できる体制の構築を推進
します。

・ペアレントメンターを相談者173名に
派遣し、家族の支援及び家族同士で
支援できる体制の構築を推進しまし
た。

・引続きペアレントメンターを相談者
に派遣し、家族の支援及び家族同
士で支援できる体制の構築を推進
します。

７-（２）-④
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（２）地域の支援施設等
のみでは支援が困難な
障害に対する支援の推
進

障害者福祉推進課（精神）

④・高次脳機能障害のある人に対する支援について、各支援拠点機関
の支援者の育成や地域連携の構築により支援体制を強化するととも
に、高次脳機能障害ネットワーク連絡協議会等を通じて、各支援拠点機
関と連携しながら高次脳機能障害のある人の実態の把握や就労定着に
繋がるよう就労支援の方法等について検討します。

・機関内や他機関との勉強会、事例
検討会などを通じて、支援者育成を
図るとともに、ネットワークの構築、普
及啓発に繋がるよう努めました。

・関係機関とのネットワーク会議を
開催し、連携強化に努めるととも
に、支援や啓発上の課題を検討し、
より一層支援をできるよう努めま
す。

・各支援拠点機関職員の全国会議や
研修等への参加、支援拠点機関内
や他機関との勉強会、事例検討会な
どを通じて、支援者育成を図りまし
た。連絡協議会では、各機関の状況
等を共有し、連携の強化につながる
よう課題について議論しました。

・引き続き、全国会議や研修等に参
加し、支援者の育成と研鑽に努めま
す。また、連絡協議会を開催し、関
係機関との連携強化に努めるととも
に、支援や啓発上の課題を検討し、
より一層支援をできるよう努めま
す。

７-（２）-⑤
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（２）地域の支援施設等
のみでは支援が困難な
障害に対する支援の推
進

障害福祉事業課（地域）
健康福祉指導課

⑤・矯正施設の退所者に対する支援については、保護観察所等の関係
機関と連携のもと、矯正施設に入所する障害のある人が出所後に必要
な福祉サービスを受けるための支援を行います。
・また、医療観察法の対象者に対する支援についても、保護観察所等の
関係機関と連携のもと、社会復帰できるよう支援を行います。

・相談支援体制整備に係る市町村会
議を開催し、情報共有・意見交換を
行いました。
・平成22年10月1日開設から平成28
年3月31日までの取り扱い件数累計
・コーディネート業務　134件
・フォローアップ業務　102件
・相談支援業務　　     334件

・地域移行・地域定着に係る中核的
な役割を担う基幹相談支援センター
の設置促進を図るための検討を行
います。
・例年２０校程度、福祉教育推進指
定校を指定し、地域で一体となった
取組を行っています。近年、学校の
統廃合による減少等により、地域の
小・中・高等学校が一体となった取
組が難しくなってきており、どのよう
に取り組んでいくのかが課題です。

・地域移行・地域定着・触法支援に係
る専門コース別研修を実施し、相談
支援従事者のスキルアップを図りま
した。
・平成22年10月1日開設から平成29
年3月31日までの取り扱い件数累計
・コーディネート業務　174件
・フォローアップ業務　128件
・相談支援業務　　     364件

・引き続き同様の研修を実施するこ
とにより、相談支援従事者のスキル
アップを図るとともに、必要な福祉
サービスが受けられるよう支援を行
います。

７-（３）-①
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（３）通所サービスだけ
では支援が困難な障害
に対する支援の推進

障害福祉事業課（事業）

①・地域で生活する重症心身障害の状態にある人等が、専門性を備え
た施設で短期入所等のサービスを利用できるようにすることは、家族等
を支援するうえでも重要です。
・事業者によるこれらのサービスの提供を促進するため、福祉型短期入
所事業所に対して、国の制度にはない報酬加算を引き続き実施するな
ど、必要なときに十分に利用できるサービス提供体制の整備に努めると
ともに、制度の拡充等を検討します。

・強度行動障害者（児）を受入れた短
期入所事業所4箇所、看護師を配置
した短期入所事業所5箇所に県独自
の補助金を交付することにより、身近
な地域において重症心身障害者等
が利用できる場の確保を図りました。

・引続き看護師を配置した短期入所
事業所に補助金を交付することによ
り、重症心身障害者等が利用でき
る場の確保に努めます。

・強度行動障害者（児）を受入れた短
期入所事業所4箇所、看護師を配置
した短期入所事業所5箇所に県独自
の補助金を交付することにより、身近
な地域において重症心身障害者等
が利用できる場の確保を図りました。

・引続き看護師を配置した短期入所
事業所に補助金を交付することによ
り、重症心身障害者等が利用でき
る場の確保に努めます。 7-4　短期入所事業者

数

７-（３）-②
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（３）通所サービスだけ
では支援が困難な障害
に対する支援の推進

障害福祉事業課（地域）

2　医療的ケアが必要な障害のある人の在宅での暮らしを支援するた
め、市町村の支援状況の実態把握に努めるとともに、医療分野等との
連携を含めた支援体制の整備等を行えるよう市町村協議会への支援に
取組みます。

・相談支援体制整備に係る市町村会
議を開催し、情報共有・意見交換を
行いました。

・相談支援アドバイザーの派遣等を
通じて市町村協議会への支援に取
組みます。

・市町村の依頼に基づき、医療分野
との連携に係る研修会に相談支援ア
ドバイザーを派遣しました。

・引き続き相談支援アドバイザーの
派遣等を通じて市町村協議会への
支援に取組みます。

７-（４）-①
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（４）ひきこもりに対する
アウトリーチ型支援の
推進

障害者福祉推進課（精神）

①・ひきこもり地域支援センターにおいてアウトリーチ型の支援を充実す
るとともに、同センターで開催している「事例検討会」等を活用して、ひき
こもりから仕事や学校に行けるようになり、かつ家族以外の人との交流
ができるようになった事例を蓄積・分析することにより、ひきこもっている
人の自立促進のための対応策の検討をし、ひきこもり支援コーディネー
ターのスキルアップを図ります。

・情報交換及び事例検討会を月1回
実施し、支援センター内での情報共
有や対応のスキルアップを図りまし
た。

・今後も引き続き、支援センター職
員のスキルアップを図り、ひきこもり
者や家族等への支援強化に努めま
す。

・アウトリーチ支援については、希望
者が少なく実施延べ件数は10件でし
たが、自立に向けた支援を行いまし
た。
・事例検討や運営検討会は月1回実
施し、支援センター内での情報共有
や対応のスキルアップを図りました。

・今後も引き続き、支援センター職
員のスキルアップを図り、ひきこもり
者や家族等への支援強化に努めま
す。

7-6　ひきこもり地域支
援センターの相談見
込み件数
7-8　アウトリーチ型の
訪問件数
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７-（４）-②
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（４）ひきこもりに対する
アウトリーチ型支援の
推進

県民生活・文化課

②・また、「子ども・若者育成支援協議会」等を通じて、関係機関の連携
体制の構築を図ります。

・千葉県子ども・若者支援協議会の
代表者会議１回、担当者会議４回（委
員会・ワーキンググループを含む）を
実施し、「セレクトシステム」（困難を
抱える子ども・若者の相談・支援機関
ガイドブック）を作成しました。
・人材育成研修を２回実施しました。

・千葉県子ども・若者支援協議会を
引き続き開催し、「困難を抱える子
ども・若者の居場所調査」や「人材
育成研修」を実施します。

・千葉県子ども・若者支援協議会の
代表者会議１回、担当者会議３回（委
員会を含む）を実施し、「困難を抱え
る子ども・若者の居場所調査」等を実
施しました。
・人材育成研修を２回実施しました。

・千葉県子ども・若者支援協議会を
引き続き開催し、困難を抱える子ど
も・若者への支援の充実に向けた
情報共有や必要な施策の検討を行
うとともに、人材育成研修を実施し
ます。

７-（４）-③
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（４）ひきこもりに対する
アウトリーチ型支援の
推進

障害者福祉推進課（精神）

③・「ひきこもりサポーター養成・フォローアップ研修事業」を実施し、より
身近な支援者を育成するとともに、ひきこもりサポーターを派遣する市
町村等、関係機関と連携しながら、ひきこもりの早期発見に努めます。

・養成研修を1回（2日間：延べ19名受
講）、フォローアップ研修を1回（1日：
延べ6名受講）実施しました。

・ひきこもりサポーターの養成・フォ
ローアップに努めるとともに、市町
村と協力しながら、ひきこもり者へ
の支援を進めます。

・フォローアップ研修を1回開催しまし
た（7名参加）。

・サポーター派遣事業を実施してい
る市町村は少ないことから、地域に
おける相談支援者の育成のための
研修等の開催を予定しています。

7-5　ひきこもりサポー
ター養成者数

７-（４）-④
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（４）ひきこもりに対する
アウトリーチ型支援の
推進

県民生活・文化課

④・千葉県子ども・若者総合相談センター「ライトハウスちば」におけるひ
きこもりに関する相談に努めます。

・２２０件のひきこもりに関する相談を
受理し、必要な助言や専門支援機関
の紹介を行いました。

・引き続き千葉県子ども・若者総合
相談センターを運営し、ひきこもりに
関する相談を含め対応します。

・１７７件のひきこもりに関する相談を
受理し、必要な助言や専門支援機関
の紹介を行いました。

・千葉県子ども・若者総合相談セン
ターにおいて、従来からの電話相談
に加え、面接相談や保護者向け勉
強会を実施し、ひきこもりに関する
相談を含め対応します。

7-7　ライトハウスちば
の相談件数（ひきこも
りに関するものに限
る。）

７-（４）-⑤
７　障害のある人一
人ひとりに着目した
支援の充実

（４）ひきこもりに対する
アウトリーチ型支援の
推進

障害者福祉推進課（精神）

⑤・今後、市町村の取組みの現状把握に努めるとともに、実態調査につ
いても検討していきます。

・他課関係部署や関係機関との会議
等により、市町村の取り組みの現状
把握に努めました。

・引き続き、市町村の取り組み状況
の把握に努め、課題等を検討して
いく予定です。

・関係機関との意見交換会を行い、
各機関におけるひきこもり支援の状
況と課題を共有しました。

・今年度も、関係機関との意見交換
会を開催し、ひきこもり支援の状況
や課題の把握に努めます。

８-（１）-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（１）人材の育成と確保
障害福祉事業課（地域）
健康福祉指導課

①・福祉・介護人材について、障害のある人のニーズ、障害特性に応じ
たサービスが提供できる体制を整えるため、社会福祉士、介護福祉士、
ホームヘルパー等の人材養成に努め、必要となる人材の確保を図ると
ともに、資質向上に努めます。
・障害のある人に対するホームヘルパーの人材を育成するため、ホー
ムヘルパーとして従事するために必要な介護職員初任者研修を行う事
業所を指定するとともに、障害特性に応じた介護者の養成研修及びス
キルアップ研修を推進して、利用者のニーズに応えられる人材の確保に
努めます。
・また、社会福祉士及び介護福祉士について、社会福祉法人千葉県社
会福祉協議会では、養成施設に通う学生に対して修学資金の貸付けを
行うとともに、福祉人材センターでは、福祉施設での就職を希望する人
に無料で職業を紹介する福祉人材バンク事業を引き続き実施し、人材
確保に努めます。

・各種研修の実施
①重度訪問介護従業者養成研修
　　養成人数１６人、研修回数６回
②同行援護従業者養成研修
　　養成人数４３２人、研修回数３１回
③強度行動障害支援者養成研修
　　養成人数３３７人、研修回数５回
④移動介護従業者養成研修
　　養成人数２５６人、研修回数１８回
・平成27年度介護員養成研修修了者
数　2,969人
・千葉県介護福祉士等修学資金貸付
者数　133人

・今後も同等以上の研修を実施し
ホームヘルパー等の人材養成、資
質向上に努めます。
・福祉・介護人材の養成・確保を図
るため、引き続き事業を行っていき
たい。
・介護福祉士修学資金等について
以下のような拡充を行う予定。
①介護福祉士修学資金
②社会福祉士修学資金
③実務者研修受講資金（新規）
④離職介護人材再就職準備資金
（新規）

・各種研修の実施
①重度訪問介護従業者養成研修
　　養成人数8人、研修回数10回
②同行援護従業者養成研修
　　養成人数555人、研修回数30回
③強度行動障害支援者養成研修
　　養成人数1463人、研修回数6回
④移動介護従業者養成研修
　　養成人数62人、研修回数５回
・平成28年度介護員養成研修修了者
数　4,432人
・平成28年度介護福祉士修学資金等
貸付け者数
①介護福祉士修学資金　76人
②社会福祉士修学資金　21人
③実務者研修受講資金　85人

・今後も同等以上の研修を実施し
ホームヘルパー等の人材養成、資
質向上に努めます。
・福祉・介護人材の養成・確保を図
るため、引き続き介護福祉士修学
資金等貸付事業を行っていきたい。
①介護福祉士修学資金
②社会福祉士修学資金
③実務者研修受講資金
④離職介護人材再就職準備資金

8-1　重度訪問介護従
事者の養成（強度行
動障害を除く）（養成
人数）（研修回数）
8-2　同行援護従事者
の養成（養成人数）
（研修回数）
8-3　強度行動障害支
援者の養成（養成人
数）（研修回数）
8-4　ガイドヘルパー
の養成（養成人数）
（研修回数）
8-5　サービス管理責
任者の養成（養成人
数）（研修回数）

８-（１）-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（１）人材の育成と確保 健康福祉指導課

②・また、福祉の人材の定着・離職防止を図るため、福祉・介護人材確
保定着事業（メンタルヘルスサポート事業）で行う、介護職員等の抱える
業務上の悩みなどに対するアドバイザーによる相談窓口の紹介等につ
いて、今後も当該事業の積極的な活用を図ります。

・メンタルヘルス相談件数203件、出
張相談会参加者数35人

・引き続き、同様の事業を行ってい
きたい。

・メンタルヘルス相談件数221件、出
張相談会参加者数16人

・引き続き、同様の事業を行ってい
きたい。

８-（１）-③
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（１）人材の育成と確保 健康福祉指導課

③・地域の実情に合った福祉・介護人材の確保・定着対策を効果的に実
施するため、引き続き、県・市町村をはじめ、社会福祉施設・事業所、教
育機関等で構成する「千葉県福祉人材確保・定着地域推進協議会」を
設置するとともに、研修や合同面接会の実施への助成を行います。

・平成27年5月に県内12の地域にお
いて福祉人材確保・定着地域推進協
議会を実施しました。平成27年度か
ら市町村が事業実施主体となりまし
た。

・平成30年度を目安に地域包括ケ
アシステムの担い手である市町村
に事業を移行する予定です。

・平成28年5月に県内12の地域にお
いて福祉人材確保・定着地域推進協
議会を実施しました。平成27年度か
ら市町村が事業実施主体となり、引
き続き事業を実施しました。

・地域包括ケアシステムの担い手で
ある市町村に事業を移行していく予
定です。 8-7　福祉・介護人材

確保対策事業の事業
数

８-（１）-④
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（１）人材の育成と確保 医療整備課

④・医師・看護職員の人材の確保について、養成力の強化、県内就業
への誘導、離職防止、再就業の促進を推進していきます。
・また、リハビリテーションに携わる医師の確保とともに、あわせて必要と
なるリハビリテーション専門職の就業実態などの把握に努めます。

・医師修学資金の新規貸付者数44名
・医師不足自治体病院への医師派遣
4名
・大学看護学部の新設３校に対する
施設整備補助、看護学生への保健
師等修学資金貸付、院内保育所へ
の支援やナースセンター事業などに
より、看護職員の人材確保への取組
を行いました。。
・リハビリテーション専門職の需給見
通しの把握について検討を行いまし
た。

・医師修学資金の新規貸付者の枠
をH27・47枠からH28・48枠に増
・医師不足自治体病院への医師派
遣枠数をH27・5名からH28・12名に
増
・引き続き関連事業を実施すること
により取組を進めていきます。
・現在、国の「医療従事者の需給に
関する検討会」における「理学療法
士・作業療法士需給分科会」で検討
が行われており、その動向を踏まえ
対応していきます。

・医師修学資金の新規貸付者数46名
・医師不足自治体病院への医師派遣
9名
・看護師等学校養成所の１学年定員
が1年間で100名増員（2,450→2,550）
した。
・看護師の離職率が11.9％から
11.7％となった。
・リハビリテーション専門職の需給見
通しの把握について検討を行いまし
た。

・医師修学資金の新規貸付者の枠
をH28・48枠からH29・63枠に増
・医師不足自治体病院への医師派
遣枠数をH28・12名からH29・13名に
増
・引き続き関連事業を実施すること
により取組を進めていきます。
・看護大学３校、看護師養成所１校
に対する施設・設備整備補助、看護
学生への保健師等修学資金貸付、
院内保育所への支援やナースセン
ター事業などにより看護職員の人
材確保への取組みを行います。
・国の「医療従事者の需給に関する
検討会」における「理学療法士作業
療法士需給分科会」で検討が続い
ており、その動向を踏まえ対応して
いきます。

8-6　医師及び看護師
の確保定着（医師修
学資金の貸付を受け
た医師数）（養成所卒
業生の県内就業率
（％））（看護職員の離
職率（％））

８-（１）-⑤
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（１）人材の育成と確保 健康づくり支援課

⑤・市町村職員やリハビリテーション専門職等を対象とし、地域でリハビ
リテーションを提供する上で、多様な関係機関の調整ができる人材の育
成を引き続き実施します。

・今年度から千葉県リハビリテーショ
ン支援センターの業務として位置づ
け、ニーズに応じたより実践的な内
容としました。

・今後とも、千葉県リハビリテーショ
ン支援センターと連携し、地域にお
ける適切なリハビリテーション提供
のためのコーディネート力を有する
人材の育成に努めます。

・県リハビリテーション支援センター
において、より実践的な実務者研修
会を実施するとともに、地域リハビリ
テーション広域支援センターにおい
て、各種研修会を実施し、人材の育
成に取り組みました。

・引き続き、県リハビリテーション支
援センターと連携し、地域における
適切なリハビリテーションを提供す
るためのコーディネート力を有する
人材の育成に努めます。
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

８-（２）-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（２）高齢期に向けた支
援

障害福祉事業課（地域・事
業）

①・医療的ケアが必要な高齢期の障害のある人への福祉サービスの制
度的な拡充について国に働きかけます。
・また、在宅診療を支えるかかりつけ医や、介護サービス計画を作成す
るケアマネージャーと、障害福祉サービスの利用計画を作成する相談
支援専門員との連携を強化するため、障害福祉と高齢者福祉の垣根を
越えたトータルサポート体制づくりや適切な医療サービスを提供できる
体制づくりなどを検討します。

・千葉県総合支援協議会相談支援専
門部会において、平成28年度重点事
業として取り組むことを提案しました。
・医療的ケアが必要な人に対する福
祉サービスの制度的な拡充につい
て、16大都道府県障害福祉主管課
長会議を通じて国へ要望を行いまし
た。
・地域生活支援拠点について、本部
会、入所・地域生活支援専門部会
で、国及び各都道府県の状況につい
て紹介、議論を行いました。

・千葉県総合支援協議会相談支援
専門部会の意見を聞いたうえで、具
体的な検討を進めます。
・医療的ケアが必要な人に対する
福祉サービスの制度的な拡充につ
いて、国へ働きかけます。

・障害福祉サービスの利用計画を作
成する相談支援専門員養成研修に
ケアマネージャーが参加できるよう検
討を行いました。
・医療的ケアが必要な人に対する福
祉サービスの制度的な拡充につい
て、関東甲信ブロック民生主管部
（局）長会議や16大都道府県障害福
祉主管課長会議を通じて国へ要望を
行いました。
・本部会、入所・地域生活支援専門
部会において、地域生活支援拠点等
の議論を行いました。

・29年度から相談支援専門員養成
研修にケアマネージャーが参加で
きる枠（コース）を確保することとし
ました。
・医療的ケアが必要な人に対する
福祉サービスの制度的な拡充につ
いて、国へ要望していきます。

８-（２）-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（２）高齢期に向けた支
援

障害福祉事業課（事業）

②・国に対して、高齢期の障害のある人が住みやすい住宅等の研究を
行うこと、居宅のバリアフリー工事に対する補助制度の創設及び高齢期
の障害特性に合わせた設備基準の設定など、各種の機会を通じて提
案・要望活動を行います。

・障害のある人の高齢化を踏まえた
支援の課題等について、入所・地域
生活支援専門部会等を通じて検討を
行いました。

・高齢期の障害のある人に係る住
まいの課題等について、内容に応じ
て、国へ提案等の検討を行っていき
ます。

・障害のある人の高齢化を踏まえた
支援の課題等について、入所・地域
生活支援専門部会等を通じて検討を
行いました。
・高齢化に伴い必要となる支援等の
充実について、国へ要望しました。

・高齢期の障害のある人に係る住
まいの課題等について、内容に応じ
て、国へ提案等の検討を行っていき
ます。

８-（２）-③
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（２）高齢期に向けた支
援

障害福祉事業課（事業）

③・障害のある人が高齢期を迎えると、医療的ケアや日中活動のニー
ズも若年層とは大きく異なることから、グループホームの住まいとしての
機能やサービス提供のあり方について検討します。
・また、介護保険サービスのグループホームは、認知症のある人のみが
利用できるため、高齢期においても、障害福祉サービスのグループホー
ムで生活できるよう、制度の整合や連続性の確保について国に対して
要望を行います。

・グループホームの住まいとしての機
能やサービス提供のあり方につい
て、入所・地域生活支援専門部会等
を通じて検討を行いました。

・引き続き、グループホームの機能
やサービス提供のあり方について、
会議等を通じて検討を行います。
・介護保険サービスのグループホー
ムと障害福祉サービスに係る制度
の整合等について、検討を行いま
す。

・グループホームの住まいとしての機
能やサービス提供のあり方につい
て、入所・地域生活支援専門部会等
を通じて検討を行いました。
・障害福祉制度と介護保険制度との
関係の整理等について、国へ要望を
行いました。

・引き続き、グループホームの機能
やサービス提供のあり方について、
会議等を通じて検討を行います。
・引き続き、障害福祉制度と介護保
険制度との関係の整理等につい
て、必要に応じて国へ要望を行いま
す。

８-（２）-④
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（２）高齢期に向けた支
援

障害福祉事業課（事業）

④・医療機関との連携強化や入所施設のバックアップ機能の活用を図り
ます。その他、高齢期を迎えた障害のある人の抱える、健康の維持や
意欲の向上などの課題について、県として対応すべきことを整理し、検
討していきます。

・医療機関との連携強化や入所施設
のバックアップ機能の活用について、
入所・地域生活支援専門部会等によ
り検討を行いました。
・高齢期を迎えた障害のある人の抱
える、健康の維持や意欲の向上など
の課題について、検討を行いました。
・地域生活支援拠点について、本部
会、入所・地域生活支援専門部会
で、国及び各都道府県の状況につい
て紹介、議論を行いました。

・医療機関との連携強化や入所施
設のバックアップ機能の活用を図る
ため、会議等により課題を精査しま
す。
・高齢期を迎えた障害のある人の抱
える、健康の維持や意欲の向上な
どの課題について、会議等を通じて
検討を行います。

・医療機関との連携強化や入所施設
のバックアップ機能の活用について、
入所・地域生活支援専門部会等によ
り検討を行いました。
・高齢期を迎えた障害のある人の抱
える課題について、検討を行いまし
た。

・医療機関との連携強化や入所施
設のバックアップ機能の活用を図る
ため、会議等により課題を精査しま
す。
・高齢期を迎えた障害のある人の抱
える課題について、会議等を通じて
検討を行います。

８-（２）-⑤
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（２）高齢期に向けた支
援

障害福祉事業課（事業）

⑤　重症心身障害者入所施設の整備について、地元市町村とともに実
態調査をして支援を検討します。

・市町村と児童相談所に対して重症
心身障害者の待機者調査を実施しま
した。

・地元市町村から重症心身障害者
入所施設の整備についての要望が
出た際には、実態調査を行います。

・市町村と児童相談所から、重症心
身障害連絡協議会に対する情報提
供により、待機者の把握を行いまし
た。
・市町村と児童相談所に対して重症
心身障害者の待機者調査を実施しま
した。

・地元市町村から重症心身障害者
入所施設の整備についての要望が
出た際には、実態調査を行います。
・地元市町村から重症心身障害者
入所施設の整備についての要望が
出た際には、実態調査を検討しま
す。

８-（３）-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害者福祉推進課（障害）

①・医療費負担の軽減として、身体障害のある人に対する更生医療費
の給付、精神障害のある人に対する通院医療費の給付、身体障害のあ
る子どもに対する育成医療費の給付を引き続き行います。
・また、「重度心身障害者（児）医療給付改善事業」について、利用者の
利便性の向上を図るため、平成27年8月からの現物給付化の実施に向
けた事務を進めます。

・今年度も更生医療等について給付
を行いました。
・平成２７年８月から、重度心身障害
者（児）医療費助成制度の現物給付
化を実施しました。

・重度心身障害者（児）医療費助成
制度については、引き続き、制度の
円滑な運用に努めるとともに、市町
村の協力を得ながら、必要な調査を
行うことを検討します。

・今年度も更生医療等について給付
を行いました。
・重度心身障害者の医療費助成につ
いては、現物給付化後の制度の円滑
な運用に努めるとともに、事業の実
施主体である市町村に対し、補助を
行いました。

・引き続き、重度心身障害者の医療
費助成を行う市町村に対し、補助を
行います。

８-（３）-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害者福祉推進課（障害）

②・障害のある人と医療関係者が円滑にコミュニケーションをとり、障害
のある人が適切な医療を受けられるようにサポートするため、既往症、
投薬、コミュニケーションのとり方等を記載した「受診サポート手帳」の普
及を図るとともに、医療機関と障害のある人の団体との連携体制づくり
をサポートします。

・「受診サポート手帳」を各市町村や
特別支援学校・特別支援学級の児
童・生徒に配布するとともに、「受診
サポートセミナー」を２月に館山市で
開催しました。

・今年度も「受診サポート手帳」の作
成・配布と、「受診サポートセミナー」
の開催等を通じた普及に努めます。

・「受診サポート手帳」を各市町村や
特別支援学校・特別支援学級の児
童・生徒に配布するとともに、「受診
サポートセミナー」を３月にいすみ市
で開催しました。

・今年度も「受診サポート手帳」の作
成・配布と、「受診サポートセミナー」
の開催等を通じた普及に努めます。

８-（３）-③
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害者福祉推進課（地域）、
疾病対策課

③・難病患者等に対する障害福祉サービス等の提供に当たっては、各
市町村、社会福祉関係者において、病状の変化や進行、福祉ニーズ等
に配慮して実施されるよう理解と協力の促進を図ります。
・市町村と連携し、難病患者等のニーズを踏まえた障害福祉サービスの
利用促進を図るとともに、国の難病患者等に対する制度改革を踏まえた
相談支援機能の充実・強化を図ります。
・難病患者等の療養上、日常生活上での悩みや不安等の解消を図ると
ともに、様々なニーズに対応した相談や支援ができるよう、引き続き総
合難病相談・支援センター及び県内9箇所に設置した地域難病相談・支
援センターを拠点として、地域で生活する難病患者等の日常生活にお
ける相談・支援や患者・家族間の交流の促進、難病への理解促進等に
取組みます。
・また、保健所において、保健師による訪問相談、医師、看護師、理学
療法士等による医療相談や訪問指導等を引き続き、実施します。

・相談支援体制整備に係る市町村会
議を開催し、情報共有・意見交換を
行いました。
・難病法により、指定難病が306疾患
に拡充され、医療費助成対象となっ
たことから、相談支援対象も拡充し支
援を行っています。
・難病患者等の療養支援として、総
合相談支援センター及び県内9ヵ所
の地域相談支援センターが日常生活
等の相談支援等に加え、就労支援に
取り組みました。
・保健所では、保健師や訪問相談員
による訪問指導、専門職による相談
事業、患者家族の集いの開催を行っ
ています。

・引き続き、相談支援体制整備に係
る市町村会議を開催し、情報共有・
意見交換を行います。また、難病患
者等を含めた地域相談支援の連携
に係る中核的な役割を担う基幹相
談支援センターの設置促進を図る
ための検討を行います。
・今後も総合難病相談センター及び
県内9か所の地域相談支援セン
ターを拠点とした相談支援の実施、
地域関係機関と連携した支援対策
を一層推進します。
・保健所では保健師による訪問相
談、医師、看護師、理学療法士等に
よる医療相談や訪問指導等を引き
続き実施します。

・難病患者等を含めた地域相談支援
の中核的な役割を担う基幹相談支援
センターの設置促進について、千葉
県総合支援協議会相談支援専門部
会において協議を行いました。
・難病法により、指定難病306疾病に
対する医療費助成を行うとともに、相
談支援事業も行ってきました。
・難病患者等の療養支援として、総
合難病相談支援センター及び県内
9ヵ所の地域難病相談支援センター
が日常生活等の相談支援等に加え、
就労支援に取り組みました。
・保健所では、保健師や訪問相談員
による訪問指導、専門職による相談
事業、患者家族の集いの開催を引き
続き行っています。

・相談支援専門部会で取りまとめた
基幹相談支援センターの設置モデ
ルを市町村に提示するとともに、研
修会等の実施により設置促進を支
援します。
・今後も総合難病相談支援センター
及び県内9か所の地域難病相談支
援センターを拠点とし、従来の相談
支援事業に加え、就労支援やピア
サポート事業を行うとともに、地域
関係機関と連携した支援対策を推
進します。
・保健所では保健師による訪問相
談、医師、看護師、理学療法士等に
よる医療相談や訪問指導等を引き
続き実施します。
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施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

８-（３）-④
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

健康づくり支援課

④・リハビリテーションの充実のため、引き続き千葉県リハビリテーション
支援センターを県内に1か所及び地域リハビリテーション広域支援セン
ターを二次保健医療圏ごとに1か所設置し、これらの支援センターを中
心に、慢性期の人のリハビリテーションの実施や在宅への橋渡しについ
ては、個別の相談に応じ、具体的な対応を含めて検討していきます。
・また、千葉県地域リハビリテーション協議会等を活用し、関係機関に広
く意見を求め、地域リハビリテーション支援体制の整備を推進します。

・引き続き、千葉県リハビリテーション
支援センターを県内1箇所、地域リハ
ビリテーション広域支援センターを二
次保健医療圏毎に計9箇所設置しま
した。
・「千葉県地域リハビリテーション連
携指針」の見直しのため、千葉県地
域リハビリテーション協議会の下に検
討部会を設置し、検討結果を報告書
としてまとめました。

・報告書を踏まえ、県リハビリテー
ション支援センター及び地域リハビ
リテーション広域支援センターの機
能・役割の見直しを行います。
・今後とも関係機関と連携し、地域リ
ハビリテーション支援体制の整備を
進めていきます。

・引き続き、千葉県リハビリテーション
支援センターを県内1箇所、地域リハ
ビリテーション広域支援センターを二
次保健医療圏毎に計9箇所設置しま
した。
・「千葉県地域リハビリテーション支
援体制整備推進事業実施要綱」を改
正し、県リハビリテーション支援セン
ター及び地域リハビリテーション広域
支援センターの機能・役割を見直しま
した（平成29年4月1日適用）。

・平成27年度にまとめた報告書にお
いて、圏域全体へ支援を広げるた
めには各圏域に1カ所の広域支援
センターだけでは、マンパワーが不
足しているとの指摘があったことか
ら、各広域支援センターの支援機能
を補完する機関を指定します。
・今後とも関係機関と連携し、地域リ
ハビリテーション支援体制の整備を
進めていきます。

８-（３）-⑤
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害者福祉推進課（通報・
精神）

⑤・精神科病院における急性期治療を中心とした医療への転換や精神
科医療機関及び関係機関の協力の下に、入院中心の医療から、地域で
の生活を支える医療体制・機能の充実に向けて取り組みます。
・精神科病院や総合病院精神科と精神科診療所の連携による手厚い地
域医療体制の実現を目指します。
・身近な地域で、医療と福祉の緊密な連携による包括的相談支援体制
の構築と充実強化を図るため、地域自立支援協議会の充実・強化に向
けた支援や、ピアサポーターも含めた地域における相談支援関係機関
等によるネットワークづくりの促進等に取り組みます。

・県内４ブロックにおいて、それぞれ
精神科救急医療システムの事務説
明会を行い、各関係機関に精神科救
急医療システムの円滑な実施につい
て再度確認を行いました。
・精神科病院、総合病院精神科、精
神科診療所も含めて、精神科救急の
入院の要否基準をテーマに連携研修
会を行いました。
・圏域連携コーディネーターを配置
し、病院、障害福祉サービス事業所
等の連携を図りました。また、精神障
害者地域移行支援協議会には相談
支援関係機関等の他、当事者も参加
しました。

・精神科救急医療システムの事業
費や体制について見直しを行い、参
画医療機関の拡充に努め、医療体
制・機能の充実に向けて取り組みま
す。
・精神科病院、総合病院精神科、精
神科診療所も含めた連携研修会を
行い、地域体制の充実を目指しま
す。
・医療と福祉の緊密な連携による包
括的相談支援体制の構築と充実強
化を図り、相談支援関係機関等に
よるネットワークづくりの促進に取り
組みます。

・精神科救急医療体制の円滑な実施
を目的として、事務説明会や研修会
を前年度同様に開催しました。
・さらに同体制の機能充実を目的とし
て要綱改正を行い、精神科救急医療
に対応できる医療機関を増やしまし
た。
・圏域連携コーディネーターを配置
し、病院、障害福祉サービス事業所
等の連携を図りました。また、コー
ディネーター会議を開催し、県内の情
報共有を図りました。さらに、精神障
害者地域移行支援協議会には相談
支援関係機関等の他、当事者も参加
しました。
・精神障害者の地域生活への移行や
地域生活を継続するための支援を積
極的に取り組んでいると認められる
病院に対し、「千葉県精神障害者地
域移行支援・地域定着協力病院」とし
て１１病院の認定を行いました。

・精神科救急医療システムの参画
病院に対する事務説明会や情報交
換会を開催し、今後も精神科救急
医療システムの体制の充実を目指
します。
・精神科病院、総合病院精神科、精
神科診療所も含めた連携研修会を
行い、地域体制の充実を目指しま
す。
・圏域連携コーディネーターを通じ
て、医療と福祉の緊密な連携による
包括的相談支援体制の構築と充実
強化を図り、相談支援関係機関等
によるネットワークづくりの促進に取
り組みます。
・引き続き、千葉県精神障害者地域
移行支援・地域定着協力病院の認
定病院を増やします。

８-（３）-⑥
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害福祉事業課（通報・精
神）

⑥・発症からできるだけ早期に精神科に受診できるよう、保健サービス
や一般の医療機関と精神科医療機関との連携等について検討します。
・また、県内の児童思春期・アルコール（薬物）依存症・摂食障害の専門
治療を行う精神科医療機関情報を相談支援機関に提供し、適切な医療
機関等を紹介する体制の充実を図ります。
・精神保健福祉センター、健康福祉センター（保健所）、市町村、教育機
関、精神医療保健福祉関係団体が、相互に連携してこころの健康の保
持・増進について継続して普及啓発を行い、精神疾患が生活習慣病と
同じく、誰もがかかりうる病気であることについての認知度を高めます。

・精神科救急システムにおける一般
科と精神科の円滑な連携を進めるた
め「身体合併症対応協力病院」の仕
組みを検討しました。
・専門治療を行う精神科医療機関情
報を相談支援機関に提供しました。
・こころの健康の保持・増進等につい
て普及啓発を行うため、県民も対象
とした心の健康フェアや心のふれあ
いフェスティバル等を実施しました。

・平成27年度に検討した「身体合併
症対応協力病院」の仕組みを精神
科救急システム連絡調整委員会で
精査し、この仕組みの実施に向け
た取り組みを進めます。
・今後も専門治療を行う精神科医療
機関情報を相談支援機関に提供し
ます。
・こころの健康の保持・増進につい
て継続して普及啓発を行います。

・精神科救急医療システムにおける
身体合併症対応協力病院の運営要
領を制定し、対応協力病院として５医
療機関の登録を行いました。
・専門治療を行う精神科医療機関情
報を相談支援機関に提供しました。
・こころの健康の保持・増進等につい
て普及啓発を行うため、県民も対象
とした心の健康フェアや心のふれあ
いフェスティバル等を実施しました。

・身体合併症対応協力病院の登録
を増やし、体制の強化・充実を図り
ます。
・今後も専門治療を行う精神科医療
機関情報を相談支援機関に提供し
ます。
・こころの健康の保持・増進につい
て、関係団体と連携しながら継続し
て普及啓発を行います。

８-（３）-⑦
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害福祉事業課（法人）

⑦・施設や在宅の障害のある人や子どもに対し、巡回歯科診療車（ビー
バー号）により定期的な歯科健診や歯科保健指導を実施する心身障害
児者歯科保健巡回指導事業（ビーバー号事業）を、一般社団法人千葉
県歯科医師会に委託して、引き続き、実施します。

・巡回歯科診療車（以下、「ビーバー
号」という。）が年間６３回出動し、１，
５９０人に対し健診指導を行いまし
た。
・ビーバー号の老朽化のため、大型
車両１台を更新するとともに、新たに
小型車両１台を購入し、２台体制とし
て体制強化を図りました。また、同小
型車により、大型車が入れない施設
における診療が可能になりました。

・引き続き、千葉県歯科医師会に委
託し、障害のある人への歯科健診
を実施します。

・巡回歯科診療車（以下、「ビーバー
号」という。）が年間７４回出動し、２，
４０６人に対し健診指導を行いまし
た。

・引き続き、千葉県歯科医師会に委
託し、障害のある人への歯科健診
を実施します。 8-8　ビーバー号によ

る障害者支援施設及
び障害児入所施設で
の歯科検診実施率
（％）

８-（３）-⑧
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（３）保健と医療に関す
る支援

障害福祉事業課（法人）

⑧・全身性の障害を持つ人や抵抗力の弱い人への口腔機能管理につ
いて、施設職員及び保護者等を含めて周知を図ります。
・また、障害のある人や子どもが地域で安心して歯科相談や歯科治療を
受けられる環境となるよう、ビーバー号事業などを契機として施設や家
庭において、障害のある人や子どもが定期的に口腔機能管理や治療、
相談等が受けられる「かかりつけ歯科医」の普及を図ります。

・ビーバー号が年間６３回出動し、１，
０６６人に対し保健教育を行いまし
た。
・ビーバー号の老朽化のため、大型
車両１台を更新するとともに、新たに
小型車両１台を購入し、２台体制とし
て体制強化を図りました。また、同小
型車により、大型車が入れない施設
における診療が可能になりました。
・「障がい児（者）一次受け入れ協力
歯科医リスト」を作成し、施設に周知
しました。

・引き続き、千葉県歯科医師会に委
託し、障害のある人への歯科保健
指導を実施します。
・「障がい児（者）一次受け入れ協力
歯科医リスト」の周知を継続します。

・ビーバー号が年間７４回出動し、１，
３３８人に対し保健教育を行いまし
た。
・「障がい児（者）一次受け入れ協力
歯科医リスト」を作成し、施設に周知
しました。

・引き続き、千葉県歯科医師会に委
託し、障害のある人への歯科保健
指導を実施します。

８-（４）-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（４）スポーツと文化活
動に対する支援

障害者福祉推進課（障害）

①・障害者スポーツの一層の普及と障害のある人の理解の促進等のた
め、東京パラリンピックでの本県選手の活躍を目指し、障害者スポーツ
に関わる団体間の連携強化、選手への支援強化に取り組みます。

・東京オリンピック・パラリンピックア
スリート強化・支援事業を実施し、障
害者スポーツ競技組織整備、障害者
アスリートの掘り起こし及び障害者ア
スリートの強化支援を実施しました。

・引き続き当該事業を実施すること
により、障害者スポーツの一層の普
及と障害のある人への理解の促進
に努めるとともに、東京パラリンピッ
クでの千葉県選手の活躍に寄与し
ます。

・東京オリンピック・パラリンピックア
スリート強化・支援事業を実施し、障
害者スポーツ競技組織整備、障害者
アスリートの掘り起こし及び障害者ア
スリートの強化支援を実施しました。

・引き続き当該事業を実施すること
により、障害者スポーツの一層の普
及と障害のある人への理解の促進
に努めるとともに、東京パラリンピッ
クでの千葉県選手の活躍に寄与し
ます。
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

８-（４）-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（４）スポーツと文化活
動に対する支援

障害者福祉推進課（障害）

②・障害のある人のスポーツ・レクリエーションの拠点施設である千葉県
障害者スポーツ・レクリエーションセンターの利用を促進するため、引き
続き、利用者のニーズに対応できる設備の充実等を図るほか、各種情
報媒体を活用した広報活動を推進します。
・あわせて、周辺施設との連携等によりスポーツ・レクリエーションセン
ターの拠点としての機能充実を図るとともに、地域におけるスポーツ施
設等の利用促進を図る方法について検討します。

・広域利用の拡大に向けて、各種講
座について、ポスター、リーフレット、
広報紙及びホームページ等を通じて
県内各市町村等への広報を強化して
います。
・競技用具を整備することにより対応
可能競技の充実を図るとともに、関
係機関と連携することにより機能充
実を図っています。

・広報活動を継続するとともに、より
有効な広報の方法を検討します。
・利用者のニーズ等を把握すること
により、より充実した施設となるよう
努めます。

・広域利用の拡大に向けて、各種講
座について、ポスター、リーフレット、
広報紙及びホームページ等を通じて
県内各市町村等への広報を強化して
います。

・広報活動を継続するとともに、より
有効な広報の方法を検討します。
・利用者のニーズ等を把握すること
により、より充実した施設となるよう
努めます。

８-（４）-③
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（４）スポーツと文化活
動に対する支援

障害者福祉推進課（障害）

③・一般社団法人千葉県障害者スポーツ・レクリエーション協会、障害
当事者団体など関係団体との連携、障害者スポーツ指導者の養成、千
葉県障害者スポーツ大会の競技種目の拡大・充実、選手への支援強化
に取り組み、全国障害者スポーツ大会における本県選手団のさらなる
躍進を目指します。
・また、千葉県障害者スポーツ大会について、障害のある人が幅広く参
加できるよう、その内容の充実を図ります。

・一般社団法人千葉県障がい者ス
ポーツ協会（旧：千葉県障害者ス
ポーツ・レクリエーション協会）及び関
係団体と連携し、千葉県障害者ス
ポーツ大会実行委員会を組織し、競
技種目の拡大・充実等の内容につい
て検討を行いました。
・また、選手への支援強化に取り組
むことにより、全国大会において過去
最多（千葉大会を除く）の金メダルを
獲得することができました。

・関係団体との連携をより一層密に
することにより、千葉県障害者ス
ポーツ大会の内容の充実に努め、
参加者の拡大を図るとともに、選手
への支援を強化することにより、全
国大会における選手の活躍をサ
ポートします。

・一般社団法人千葉県障がい者ス
ポーツ協会及び関係団体と連携し、
千葉県障害者スポーツ大会実行委
員会を組織し、競技種目の拡大・充
実等の内容について検討を行いまし
た。
・また、選手への支援強化に取り組
むことにより、全国大会において全国
第２位の金メダル数を獲得すること
ができました。

・関係団体との連携をより一層密に
することにより、千葉県障害者ス
ポーツ大会の内容の充実に努め、
参加者の拡大を図るとともに、選手
への支援を強化することにより、全
国大会における選手の活躍をサ
ポートします。

8-9　障害者スポーツ
指導員の養成者数

８-（４）-④
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（４）スポーツと文化活
動に対する支援

障害者福祉推進課（障害）

④・障害のある人が、気軽にスポーツ指導を受けることができるよう、幅
広い種目の指導者の養成を図るとともに、障害者スポーツ指導者の登
録情報のホームページなどでの発信など、登録している指導者から気
軽に指導を受けられ、スポーツを楽しめるような仕組みづくりを検討しま
す。

・公益財団法人日本障がい者スポー
ツ協会公認の初級障がい者スポーツ
指導員養成講習会を実施し、４１名
の指導者を養成しました。
また、障がい者スポーツ指導者研修
会を実施し、障害者スポーツ指導者
のスキルアップを図りました。

・障がい者スポーツ指導員の増加
を図るとともに、指導員のスキル
アップに努めていきます。

・公益財団法人日本障がい者スポー
ツ協会公認の初級障がい者スポーツ
指導員養成講習会を実施し、３５名
の指導者を養成しました。
また、障がい者スポーツ指導者研修
会を実施し、障害者スポーツ指導者
のスキルアップを図りました。

・障がい者スポーツ指導員の増加
を図るとともに、指導員のスキル
アップに努めていきます。

８-（４）-⑤
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（４）スポーツと文化活
動に対する支援

障害者福祉推進課（計画）
障害福祉事業課（法人）

⑤・障害のある人が制作する芸術・文化作品や芸能を発表する場とし
て、障害のある人の団体が主催する発表会を共催するほか、文化・芸
術関連行事を後援し、発表機会の確保と充実に努めます。
・また、様々な交流を促進するため、障害のある人が参加しやすい行事
が増えるよう、広報・啓発活動に努めます。

・千葉県が千葉県知的障害者福祉協
会に委託して、平成27年12月1日
（火）に開催された「さわやか芸能発
表会」は千葉県文化会館大ホールを
会場に、約1,500名が参加し、知的障
害者に対する理解と認識を深め、自
立と社会参加の促進に寄与しまし
た。
・内閣府主催の平成27年度「心の輪
を広げる体験作文」及び「障害者週
間のポスター」作品募集に協力し、障
害者からの応募作品を含む優秀作
品を推薦しました。

・障害のある人の団体が主催する
発表会を共催するほか、文化・芸術
関連行事を後援し、発表機会の確
保と充実に努めます。
・障害のある人が参加しやすい行事
が増えるよう、広報・啓発活動に努
めます。
・28年度についても内閣府の「心の
輪を広げる体験作文」及び「障害者
週間のポスター」作品募集に協力し
ていきます。

・千葉県が千葉県知的障害者福祉協
会に委託して、平成28年12月6日
（火）に開催された「さわやか芸能発
表会」は千葉県文化会館大ホールを
会場に、約1,500名が参加し、知的障
害者に対する理解と認識を深め、自
立と社会参加の促進に寄与しまし
た。
・内閣府主催の平成28年度「心の輪
を広げる体験作文」及び「障害者週
間のポスター」作品募集に協力し、障
害者からの応募作品を含む優秀作
品を推薦しました。

・障害のある人の団体が主催する
発表会を共催するほか、文化・芸術
関連行事を後援し、発表機会の確
保と充実に努めます。
・障害のある人が参加しやすい行事
が増えるよう、広報・啓発活動に努
めます。
・29年度についても内閣府の「心の
輪を広げる体験作文」及び「障害者
週間のポスター」作品募集に協力し
ていきます。

８-（５）-公-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公共
施設等のバリアフリー
化

建築指導課、管財課、（教）
財務施設課、公園緑地課

①・障害のある人や高齢者が、安心して快適に暮らすことができるよう、
病院、公共施設等の建築物のバリアフリー化の一層の推進に向け、バ
リアフリー法に基づく適合審査及び認定を通じて、支援制度の活用や建
築物のバリアフリー化の普及啓発を行います。
・また、県庁舎等の公共施設の整備に当たっては、今後もバリアフリー
化に努め、市町村等にも働きかけます。県立高等学校のバリアフリー化
を推進するためエレベーター、多機能型トイレの整備を進めます。
・また、疾病や障害等により体温調整が困難な児童生徒のために、特別
支援学校の工芸室などの作業実習室に空調設備を整備します。

・県庁舎等の公共施設は、おおむね
バリアフリー化が図られているが、管
理に当たっては、利用する人の視点
に立って、確認を行うなど機能が維
持できるよう努めました。
・バリアフリー法に基づく適合審査及
び認定を通じて、支援制度の活用や
建築物のバリアフリー化の普及啓発
を行いました。
・県立高等学校の多機能型トイレに
ついては、平成２７年度は２校に整備
しました。
・特別支援学校の作業実習室空調設
備については、平成２７年度は８校に
整備しました。

・県庁舎等の公共施設の整備に当
たっては、今後もバリアフリー化に
努めます。
・バリアフリー法に基づく適合審査
及び認定を通じて、引き続き普及啓
発に取り組みます。
・県立高等学校の多機能型トイレに
ついては障害のある生徒の入学・
在籍状況に応じて整備します。
・特別支援学校の作業実習室空調
設備については、平成２８年度は５
校に整備する予定です。
・県立高等学校へエレベーターの整
備に努めます。

・県庁舎等の管理に当たっては、利
用する人の視点に立って、確認を行
うなど機能が維持できるよう努めまし
た。
・バリアフリー法に基づく適合審査及
び認定を通じて、建築物のバリアフ
リー化の普及啓発を行いました。
・県立高等学校の多機能型トイレに
ついて、平成２８年度は１校に整備し
ました。
・特別支援学校の作業実習室空調設
備について、平成２８年度は５校に整
備しました。

・県庁舎の整備に当たっては、今後
もバリアフリー化に努めます。
・バリアフリー法に基づく適合審査
及び認定を通じて、引き続き普及啓
発に取り組みます。
・県立高等学校の多機能型トイレに
ついては障害のある生徒の入学・
在籍状況に応じて整備します。
・特別支援学校の作業実習室空調
設備について、平成２９年度は９校
に整備する予定です。

８-（５）-公-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公共
施設等のバリアフリー
化

都市計画課、建築指導課、
健康福祉指導課

②・バリアフリー法やまちづくり条例に基づいて、障害のある人や高齢者
等が安全かつ快適に利用できる施設の整備を促進するために、施設所
有者等に対する指導や助言を行います。
・商業施設や特定路外駐車場のバリアフリー化を促進するため、引き続
き制度の周知・指導を行うとともに、バリアフリー基準の審査に係る情報
提供や相談等に適切に対応します。

・公園緑地課としては、障害のある人
や高齢者が安全にかつ快適に利用
できる施設（駐車場・トイレ）の整備工
事を実施しました。
・全国駐車場政策担当者会議におい
て、国から特定路外駐車場のバリア
フリー化の方策、啓発等が示された
ことを踏まえ、会議資料を各市町村
へ情報提供することにより、制度の
周知を図りました。
・バリアフリー法やまちづくり条例に
基づいて、施設所有者等に対する指
導や助言を行いました。
・平成28年1月に「千葉県福祉のまち
づくり条例施設整備マニュアル」を改
定しました。

・公園緑地課としては、引き続きバ
リアフリー法、まちづくり条例及び移
動円滑化のために必要な特定公園
施設の設置を定める条例に基づき
施設の整備に努めたい。
・特定路外駐車場における車いす
使用者用駐車施設の整備促進や、
適正利用のための啓発を図るた
め、引き続き各市町村への情報提
供や相談等に適切に対応していき
ます。
・バリアフリー法やまちづくり条例に
基づいて、引き続き指導等に取組
みます。
・改定した施設整備マニュアルに基
づいて、施設所有者等に対する指
導や助言を行ってきます。

・公園緑地課としては、障害のある人
や高齢者が安全にかつ快適に利用
できる多目的トイレを新たに１公園で
供用開始し、目標を達成することが
できました。
・各種バリアフリー関連の会議に出
席し情報収集に努め、関係市町村へ
の情報提供や相談業務を行った。
・バリアフリー法やまちづくり条例に
基づいて、施設所有者等に対する指
導や助言を行いました。
・施設管理者等に対する指導・助言
を行うとともに、まちづくり条例に適合
する施設の公表を行いました。

・公園緑地課としては、引き続きバ
リアフリー法、まちづくり条例及び移
動円滑化のために必要な特定公園
施設の設置を定める条例に基づい
た施設の整備に努めたい。
・特定路外駐車場における車いす
使用者用駐車施設の整備促進や、
適正利用のための啓発を図るた
め、引き続き各市町村への情報提
供や相談等に適切に対応していく。
・バリアフリー法やまちづくり条例に
基づいて、施設所有者等に対する
指導や助言を行いました。
・施設管理者等に対する指導・助言
を行うとともに、まちづくり条例に適
合する施設の公表を行っていきま
す。

8-10　障害者駐車場
が整備されている県
立公園（公園数）（整
備率（％））
8-11　多機能トイレが
整備されている県立
公園（公園数）
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

８-（５）-公-③
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公共
施設等のバリアフリー
化

交通計画課

③・鉄道駅のエレベーターやホームドア、内方線付き点状ブロック等の
整備及びバス事業者におけるノンステップバスの導入を促進するため、
引き続き支援を行います。

・鉄道駅バリアフリー設備整備につい
ては、2駅3基（2市）のエレベーター、
5駅7面14線（3市）の内方線付き点状
ブロックに対し補助を行いました。
・ノンステップバスの導入について
は、ノンステップバス46台（8事業者）
リフト付きバス1台（1事業者）に対し
補助を行いました。

・鉄道駅バリアフリー設備整備につ
いては、今後も平成32年度末まで
に100％の目標を目指し、補助を行
います。
・ノンステップバスの導入について
は、今後も平成32年度末までに
70％の目標を目指し、補助を行いま
す。

・鉄道駅バリアフリー設備整備につい
ては、3駅4基（3市）のエレベーターに
対し補助を行いました。
・ノンステップバスの導入について
は、ノンステップバス16台（5事業者）
に対し補助を行いました。

・鉄道駅バリアフリー設備整備につ
いては、今後も平成32年度末まで
に100％の目標を目指し、補助を行
います。
・ノンステップバスの導入について
は、今後も平成32年度末までに
70％の目標を目指し、補助を行いま
す。

8-12　主要駅エレ
ベーター・エスカレー
ターの整備率（％）
8-13　乗合バス車両
のノンステップバスの
導入率（％）

８-（５）-公-④
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公共
施設等のバリアフリー
化

（警）交通規制課

④・音響信号機や高齢者等感応信号機などの「バリアフリー対応型信号
機」の設置を推進します。また、横断歩道であることを表示する道路標
識・標示については、障害特性に配慮した整備を推進します。

・音響信号機７基、高齢者等感応信
号機３基を整備したほか、視認性に
優れた高輝度道路標識・標示の整備
を推進しました。

・障害者の利用実態や要望等を踏
まえ、引き続き障害特性に配意した
交通安全施設の整備を推進しま
す。

・音響信号機２基、高齢者等感応信
号機３基を整備したほか、視認性に
優れた高輝度道路標識・標示の整備
を推進しました。

・障害者の利用実態や要望等を踏
まえ、引き続き障害特性に配意した
交通安全施設の整備を推進しま
す。

８-（５）-住-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○住ま
いのバリアフリー化

住宅課

①・公営住宅のバリアフリー化を引き続き実施していくほか、更なる高齢
社会に向けた公営住宅の整備・管理のあり方について検討を深めま
す。

・千城台西県営住宅（47戸）の建替え
及び鎌ケ谷四本椚県営住宅（58戸）
の新築を実施し、合計107戸のバリア
フリー化仕様の県営住宅を整備しま
した。

・障害者計画に記載された取組の
方向性及び数値目標の進捗状況を
踏まえ、引き続きバリアフリー化さ
れた住宅数の増加に取組む予定で
す。

・千城台西県営住宅18号棟、19号棟
（計107戸）の建替えを実施し、バリア
フリー化仕様の県営住宅を整備しま
した。

・障害者計画に記載された取組の
方向性及び数値目標の進捗状況を
踏まえ、引き続きバリアフリー化さ
れた住宅数の増加に取組む予定で
す。

8-14　県営住宅のうち
バリアフリー化された
住宅数

８-（５）-住-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○住ま
いのバリアフリー化

住宅課

②・民間住宅のバリアフリーについては、住宅リフォームに関する講習
会や相談会の実施、県ホームページや市町村窓口等を通じた情報提供
を行います。

・県民向けの講習会及び相談会の実
施（計３回）、県ホームページ等を通
じた情報提供を行いました。

・引続き講習会等の開催、県ホーム
ページや市町村窓口等を通じた情
報提供を行います。

・県民向けの講習会及び相談会の実
施（計２回）、県ホームページ等を通
じた情報提供を行いました。

・引続き講習会等の開催、県ホーム
ページや市町村窓口等を通じた情
報提供を行います。

８-（５）-こ-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○こころ
のバリアフリー化

障害者福祉推進課（権利）

①・「障害者条例」に基づく活動、障害当事者をはじめとする県民が主体
となった取組を進めることにより、「心のバリアフリー」を一層浸透させて
いきます。
・また、障害者週間等を通じて、啓発・広報活動の充実に努めます。
・また、障害者団体等が行う全県規模の大会やイベント、地域単位での
行事等の開催に対して支援や助言を行います。

・県民の日（６月１５日）と障害者週間
（１２月９日）に千葉駅前で広報用チ
ラシを折り入れたティッシュ配りの広
報活動を行いました。

・障害者条例の認知率が２割を下
回っている（平成２５年度世論調査）
という現状を鑑み、今後も障害者条
例の啓発・広報活動に取り組みま
す。

・県民の日（６月１５日）に千葉駅前で
広報用チラシを折入れたティッシュ配
りの広報活動を行いました。

・今後も障害者条例の啓発・広報活
動に取り組みます。

８-（５）-こ-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○こころ
のバリアフリー化

総務課、交通計画課、障害
者福祉推進課（権利）

②・公共機関職員等に対する障害特性の理解促進を図るため、「心の
バリアフリー」研修について、研修内容を検討し実施していきます。
・また、バリアフリー法の趣旨を理解するとともに、各自治体等のバリア
フリー事業の一助とするため、市町村職員や県職員等を対象に、バリア
フリー教室を実施していきます。

・パワーアップ研修「心のバリアフ
リー」を平成27年11月5日に実施。障
害当事者の生の声を聞き、実習を通
じて「心のバリアフリー」を理解する内
容。研修修了者19名。
・市町村職員や県職員等を対象に、
関東技術事務所（松戸市）で障害者
疑似体験等を行うバリアフリー教室
を実施しました。
・平成２８年４月から障害者差別解消
法が施行されることに伴い、県職員
を対象として同法の趣旨等を内容と
した研修を計５回開催しました。ま
た、障害福祉課の担当者が国が主
催するバリアフリーネットワーク会議・
バリアフリー教室に出席し、バリアフ
リー法に関する理解を深めました。

・平成28年度は同研修を11月2日に
実施予定です。
・今後も、各自治体等のバリアフ
リー事業の一助となるよう、バリアフ
リー教室を実施していきたい。
・障害者差別解消法の趣旨である
共生社会実現のため、啓発・広報
活動等の必要な取組を行っていき
ます。

・市町村職員や県職員等を対象に、
日本大学船橋キャンパス及び船橋日
大前駅で障害者疑似体験等を行うバ
リアフリー教室を実施しました。
・パワーアップ研修「心のバリアフ
リー」を平成28年11月2日に実施。障
害当事者の生の声を聞き、実習を通
じて「心のバリアフリー」を理解する内
容。研修修了者19名。
・4月の新採職員研修に「障害のある
人に対する配慮と差別」の科目を新
設。障害者差別解消法等について理
解する内容。研修修了者495名。
・特別セミナーは、「聴覚障害者との
コミュニケーションについて」をテーマ
として実施し、手話言語条例や聴覚
障害者についての理解を深めた。セ
ミナー参加者30名。
・平成２８年４月から施行された障害
者差別解消法の趣旨等の周知を図
るため、希望のあった４所属へ講師
を派遣し、研修を実施しました。

・今後も、各自治体等のバリアフ
リー事業の一助となるよう、バリアフ
リー教室を実施していきたい。
・平成29年度は「心のバリアフリー」
研修を11月1日に実施予定です。
・新採研修についても平成28年度と
同様に実施します。
・障害者差別解消法の趣旨である
共生社会実現のため、啓発・広報
活動等の必要な取組を行っていき
ます。

８-（５）-入-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公営
住宅の供給と民間賃貸
住宅等への円滑な入居
の促進

住宅課

①・公営住宅において障害のある人の利用促進に向けた、優先入居制
度を継続していきます。

・公営住宅において障害者世帯を一
般世帯より優先入居する措置を講じ
ました。

・公営住宅において障害のある人
の利用促進に向けた、優先入居制
度を継続します。

・公営住宅において障害者世帯を一
般世帯より優先入居する措置を講じ
ました。

・公営住宅において障害のある人
の利用促進に向けた、優先入居制
度を継続します。

８-（５）-入-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公営
住宅の供給と民間賃貸
住宅等への円滑な入居
の促進

住宅課

②・民間賃貸住宅への円滑な入居については、千葉県あんしん賃貸支
援事業に協力する不動産仲介業者や入居を受け入れる住宅を登録し、
県ホームページで情報提供を行います。
・また、引き続き、関係機関と連携を図りながら、障害のある人の民間賃
貸住宅への円滑な入居の促進に関する協議等を行います。

・不動産仲介業者（協力店）及び住宅
の登録を行い、県ホームページ等で
情報提供を行いました。（H28.3末時
点の登録数　協力店　134件、住宅
45件）
・また、千葉県すまいづくり協議会居
住支援部会において、市町村及び関
係団体等と必要な協議を行いまし
た。

・引続き、千葉県あんしん賃貸支援
事業の推進に努めます。
・また、関係機関と連携を図りなが
ら、必要な協議等を行います。

・不動産仲介業者（協力店）及び住宅
の登録を行い、県ホームページ等で
情報提供を行いました。（H29.3末時
点の登録数　協力店　140件、住宅
54件）
・また、千葉県すまいづくり協議会居
住支援部会において、市町村及び関
係団体等と必要な協議を行いまし
た。

・引続き、千葉県あんしん賃貸支援
事業の推進に努めます。
・また、関係機関と連携を図りなが
ら、必要な協議等を行います。

８-（５）-交-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（５）住まいとまちづくり
に関する支援　○公共
交通機関等の利用の
促進

障害者福祉推進課（手帳・
精神）

①・障害のある人の快適で暮らしやすい生活環境づくりを支援するため
に、障害のある人に対するJR等鉄道会社の旅客運賃割引については、
距離制限を撤廃し、有料道路通行料金の割引については、車両制限を
撤廃するよう関係機関に求めていきます。
・また、精神保健福祉手帳に写真が貼付されることとなったことを踏ま
え、JR等旅客運賃、航空旅客運賃、有料道路通行料金等の割引を広く
障害者に適用するよう、各種の機会を通じて国など関係機関に働きか
けていきます。

・障害者に対する公共交通機関等の
運賃割引制度の拡充について、16大
都道府県障害福祉主管課長会を通
じ、国への要望活動を行ったところで
す。

・引き続き、国への要望活動を行っ
て行きます。

・障害者に対する公共交通機関等の
運賃割引制度の充実について、16大
都道府県障害福祉主管課長会議、
関東甲信ブロック民生主管部（局）長
会議、全国知事会における提案・要
望等の機会を通じて国へ要望を行い
ました。
・県内に本社を置く鉄道事業者につ
いては、平成29年3月、精神障害者
への運賃割引の適用について、直接
要請したところです。

・今後も、国への要望活動を継続し
ていきます。
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

８-（６）-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

防災政策課

①・改正災害対策基本法や指針、総合支援協議会での検討結果を踏ま
え、「災害時要援護者　避難支援の手引き（平成21年10月策定）」を改訂
し、市町村に配布するなどして市町村の取組を促進します。

・「災害時要援護者　避難支援の手
引き（平成21年10月策定）」を、平成
28年3月に「要配慮者及び避難行動
要支援者避難支援の手引き」として
改訂し、市町村に配布しました。

・作成した手引きを元に、要配慮者
及び避難行動要支援者について施
策を推進します。

市町村担当者会議等の場で避難行
動要支援者名簿及び個別計画の策
定の促進について働きかけました。

引き続き、市町村における避難行
動要支援者名簿及び個別計画の策
定の促進を働かけます。

8-15　避難行動要支
援者名簿に基づく個
別計画策定着手市町
村数

８-（６）-②
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

障害福祉事業課（事業・法
人）
防災政策課

②・災害時における障害のある人への支援体制について検討を行うた
め、市町村など関係者等との意見交換の場を設けます。
・バリアフリーへの対応やあらかじめ本人に適した補装具等を保管する
など障害特性に配慮した避難所の整備を市町村に働きかけることや先
進的な取組みを情報提供するなど、福祉避難所の充実に努めます。
・また、障害のある人の防災拠点と関係市町村、障害者支援施設及び
障害福祉サービス事業所の連携体制の構築に努めるとともに、これら
の施設等で訓練等を実施します。
・あわせて、防災拠点が未整備の圏域において施設整備の要望があっ
た場合、防災拠点と一体的な整備にすることを条件とするなど、障害福
祉サービスを運営している事業者に対して働きかけを行い、全ての障害
福祉圏域に障害のある人の防災拠点の整備をすることを市町村を通じ
て促進します。

・福祉避難所の機能充実のため、整
備補助を行いました。
・防災拠点が未整備であった市川圏
域において、避難スペース等の整備
補助を行いました。
・「災害時における避難所運営の手
引き（平成21年10月策定）」を、平成
28年3月に改訂し、市町村に配布しま
した。

・防災拠点について、整備要望が
あった場合、未整備である防災拠
点圏域（山武、長生、市原）を中心
に、整備の検討を行います。
・作成した手引きを元に、要配慮者
及び避難行動要支援者について施
策を推進します。
・作成した手引きを元に、障害特性
に配慮した避難所の整備について
市町村へ働きかけを行います。

・市町村担当者会議等の場で避難行
動要支援者名簿及び個別計画の策
定の促進について働きかけました。
・千葉県地域防災力向上総合支援補
助金の活用により、市町村の避難所
における要配慮者対策事業（福祉避
難所での備蓄の整備等）に補助を実
施しました。
・市町村での福祉避難所の指定・協
定について、「災害時における避難
所運営の手引き」で目標としている小
学校区あたり１か所以上の割合で行
われるよう、会議等の場で働きかけ
を行った。
・障害者支援施設等における利用者
の安全確保及び非常災害時の体制
整備の強化・徹底として、障害者支
援施設等の非常災害対策計画の策
定状況及び避難訓練の実施状況に
ついて調査を行いました。

・引き続き、市町村における避難行
動要支援者名簿及び個別計画の策
定の促進を働かけます。
・引き続き、千葉県地域防災力向上
総合支援補助金により、市町村の
避難所における要配慮者対策の促
進を働きかけます。
・左記の目標を達成していない市町
に対し、指定・協定の促進を働きか
けていきます。
・防災拠点について、整備要望が
あった場合、整備の検討を行いま
す。
障害者支援施設等の非常災害対
策計画の策定状況及び避難訓練の
実施状況を踏まえ、災害時におけ
る障害のある人への支援体制につ
いて検討を行います。

８-（６）-③
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

障害者福祉推進課（障害）

③・災害時等の情報伝達のための人材確保として、災害時・緊急時にお
いても聴覚障害のある人、視覚障害のある人、盲ろう者に対して必要な
支援ができるよう手話通訳及び要約筆記、ガイドヘルパー、盲ろう者向
け通訳・介助員の講習会を開催するなど人材養成に取り組みます。
・一方、災害時に手話通訳者等の支援者が対応できない場合に備え、
それぞれの障害特性に応じた簡易な情報伝達方法の検討にも取り組み
ます。

・手話通訳者及び要約筆記者、盲ろ
う者向け通訳・介助員の養成につい
ては、養成研修事業を実施し、手話
通訳者１９人、要約筆記者１８人、盲
ろう者向け通訳・介助員１７人を養成
しました。
・盲ろう者向け通訳・介助員現任研修
において、災害時対応についての指
導を行いました。

・今年度も引き続き人材養成の事業
を実施してまいります。

・手話通訳者及び要約筆記者、盲ろ
う者向け通訳・介助員の養成につい
ては、養成研修事業を実施し、手話
通訳者３３人、要約筆記者１７人、盲
ろう者向け通訳・介助員１６人を養成
しました。
・盲ろう者向け通訳・介助員現任研修
において、災害時対応についての指
導を行いました。

・今年度も引き続き人材養成の事業
を実施してまいります。

８-（６）-④
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

障害福祉事業課（法人）
防災政策課

④・県及び市町村が実施する防災訓練において、手話通訳者等の支援
者と専門家の連携や障害特性に応じて避難行動要支援者対象の各種
訓練を今後も積極的に取り入れます。

・「災害時要援護者　避難支援の手
引き（平成21年10月策定）」を、平成
28年3月にて「要配慮者及び避難行
動要支援者避難支援の手引き」とし
て改訂し、市町村に配布しました。

・作成した手引きを元に、障害特性
に応じた避難行動要支援者を対象
とした訓練等の事前対策を促進しま
す。

市町村担当者会議等の場で避難行
動要支援者対策を踏まえた訓練を実
施するよう、市町村に働きかけまし
た。

引き続き、市町村に対して訓練の実
施を働きかけていきます。

８-（６）-⑤
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

（教）特別支援教育課

⑤・特別支援学校では、障害のある児童生徒の障害の状態や特性等に
応じた避難情報の伝達・安否確認・避難状況の把握などが行えるよう、
防災計画の立案と見直しに努めます。
・また、福祉避難所指定を受けている8校以外の特別支援学校につい
て、専門性を生かした地域連携を進めるため、障害のある人の避難場
所となるよう、各市町の防災担当部署からの要請に応じて検討を進めま
す。

・平成２７年度、福祉避難所指定を受
けている特別支援学校は１０校とな
り、福祉避難所指定に向けて各市と
検討を進めている学校も増えていま
す。

・特別支援学校の専門性を生かし
た福祉避難所の開設ができるよう
に各市町村との連携を図ると共に、
障害のある児童生徒の安全を確保
できるように防災計画の立案と見直
しに努めていきます。

・平成２８年度、福祉避難所指定を受
けている特別支援学校は１２校とな
り、福祉避難所指定に向けて各市と
検討を進めている学校も増えていま
す。

・特別支援学校の専門性を生かし
た福祉避難所の開設ができるよう
に各市町村との連携を図ると共に、
障害のある児童生徒の安全を確保
できるように防災計画の立案と見直
しに努めていきます。

８-（６）-⑥
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

障害者福祉推進課（精神）

⑥・大規模災害時における支援体制について、福祉の専門職、医療職
とネットワーク体制を確立するなどして、災害派遣の福祉チームなど障
害のある人の大規模災害時の支援体制について検討します。
・また、東日本大震災の教訓を活かし、県内のDPATチーム編成に向け
た検討を進めるとともに、派遣体制を整備し、県の地域防災計画に位置
付けます。

・「災害時要援護者非難支援の手引
き」「災害時における避難所運営の手
引き」の改定に際し、精神障害者等
への対応・支援内容を見直しました。
・DPAT体制整備検討会議を開催（2
回）、精神科医療機関に対してDPAT
編成に関するアンケート調査、災害
時を想定した訓練に複数回参加する
など、DPAT体制整備と理解・協力要
請に努めました。

・28年度は、千葉県DPATチームの
設置要綱を設け、日本精神病院協
会千葉県支部及び県内精神科病院
と協定を締結し、DPATチームが派
遣できるよう備えます。また、実際
の活動が円滑にできるよう、研修及
び訓練への積極的な参加を呼びか
けていきます。

・熊本地震に際し、８チーム２６名の
DPATを派遣しました。
・DPAT研修を開催し、９医療機関３６
名が受講修了しました。また、DPAT
事務局が開催する研修やCLDMAT
研修にDPAT先遣隊（精神科医療セ
ンター）等が参加し、災害時に備えた
体制整備に努めました。
・県の地域防災計画にDPATの位置
づけを行いました。

・引き続き、研修を実施し、DPATの
体制整備に努めます。
また、精神障害のある人に対する
災害時対応について検討していき
ます。

8-16　災害派遣精神
医療チーム（DPAT）
体制整備運営（検討）
委員会の開催見込み
数

８-（６）-⑦
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

障害福祉事業課（事業）

⑦・障害者支援施設やグループホーム等の防火安全対策等について、
消防署等の関係機関と連携し適切に実施されるよう周知啓発し、スプリ
ンクラーなどの消防設備の設置について支援に努めます。

・障害者支援施設やグループホーム
等の防火安全対策等について、消防
署等の関係機関と連携し適切に実施
されるよう周知啓発し、スプリンク
ラーなどの消防設備の設置について
支援を行いました。

・引き続き、施設の防災安全対策に
ついて関係機関と連携し、周知啓発
を行っていきます。
・補助事業により、グループホーム
等に対するスプリンクラー整備の支
援を行います。

・障害者支援施設やグループホーム
等の防火安全対策等について、消防
署等の関係機関と連携し適切に実施
されるよう周知啓発し、グループホー
ムのスプリンクラー整備について、県
単独事業として補助を行いました。

・引き続き、施設の防災安全対策に
ついて関係機関と連携し、周知啓発
を行っていきます。
・補助事業により、グループホーム
等に対するスプリンクラー整備の支
援を行います。
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第五次千葉県障害者計画　取組の方向性　進捗状況管理表 資料1－２

施策番号 主要施策 基本施策 担当課 取組の方向性 ２７年度の取組結果 取組結果への対応（２７→２８年度） ２８年度の取組結果 取組結果への対応（２８→２９年度） 関連数値目標

８-（６）-⑧
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

障害者福祉推進課（障害）、
（警）警務部教養課、（警）地
域部通信指令課、消防課

⑧・防犯対策について、関係者への障害特性等の理解の促進を図るた
め、知的障害のある人などの障害特性等の理解を広げるためのハンド
ブックを市役所町村役場、郵便局等の公共機関だけではなく交通機関、
金融機関にも配布し、関係者の理解を促進します。
・「110番の日」などのイベントを通じ広く県民に「メール110番」及び
「FAX110番」の仕組みを積極的に広報します。また、メール110番による
緊急通報の実演について、今後も継続的に実施します。
・知的障害、視覚障害及び聴覚障害などの特性に配意した警察活動の
ための警察における職員教育を今後も継続的に実施していきます。
・障害のある人からの通報への対応について、県消防学校において行
う、消防職員への教育を今後も継続的に実施していきます。

・千葉聾学校の聴覚障害者に対し、
パワーポイントを使用したメール１１０
番の利用に関する講習を実施しまし
た。
・「１１０番の日」のイベントにおいて、
メール１１０番、FAX１１０番、ＮＴＴが
発行する電話お願い手帳の利用方
法に関する広報活動を実施しまし
た。
・障害者支援団体の方を講師として
招き、講演を１回、障害者施設（盲学
校）の見学を１回実施し、障害者の特
性に係る理解を深めました。

・今後も、聴覚障害者向けの講習会
の実施や「１１０番の日」のイベント
において、メール１１０番、FAX１１０
番等の利用方法について広報活動
を実施します。
・知的障害、視覚障害及び聴覚障
害などの特性に配意した警察活動
を実施するため、職員教育を継続
的に実施します。

・消防学校において、救急科の中で
健康福祉に関する講義を行いまし
た。
・平成２９年３月、総務省消防庁から
の通知に基づき、関係機関へ
「Net119緊急通報システム」の必要
性を周知し、必要な取組を行ってい
ただくよう理解を求めました。
・ふれあいフェスタのイベントにおい
て、メール１１０番、FAX１１０番、電話
お願い手帳に関する広報活動を実施
しました。
・視覚、聴覚、発達障害者への対応
についての講習を１回、各級任用課
程等で障害者に配意した応接対応に
ついて16回実施しました。
・聴覚障害者の方を講師として招き、
手話教養を２１回実施しました。

・障害のある人への対応等につい
て、県消防学校において行う消防
職員への教育において、今後も継
続的に実施していきます。
・平成２９年度においても、ふれあい
フェスタ、１１０番の日のイベントに
おいて、メール１１０番、FAX１１０番
の広報活動などを実施する予定で
す。
・今後も知的障害、視覚障害及び聴
覚障害などの特性に配意した警察
活動のための、警察における職員
教育を継続的に取り組んでいきま
す。

８-（６）-⑨
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（６）暮らしの安全・安心
に関する支援

（教）特別支援教育課、健康
福祉指導課、くらし安全推進
課

⑨・障害のある人を消費者被害から守るため、金銭管理、ロールプレイ
ング方式による消費者教育や必要なときには誰かに手助けを求めるこ
となど、自分自身を守る心構えを身に付けるカリキュラムを社会教育や
学校の授業などに組み込みます。
・あわせて、知的障害のある人や精神障害のある人など、適切な判断を
することに困難さがある人たちに対して、日常生活自立支援事業や成年
後見制度による支援を行います。
・障害のある人やホームヘルパー、施設関係者等に対し、消費者セン
ター等の相談窓口の周知、早期通報・相談の重要性についての啓発を
進めます。

・特別支援学校副校長・教頭会議や
教務主任連絡協議会等の中で障害
のある児童生徒の消費者教育の重
要性について説明し、各学校におい
て計画的に取り組むように周知を行
いました。
・日常生活自立相談支援事業につい
ては、平成27年度から全市町村社会
福祉協議会で実施する体制になり、
利便性が向上したため、利用者数は
目標値を大幅に上回り、１０５９人と
なりました。また成年後見制度につい
ては、成年後見制度の利用促進を図
るため、千葉県社会福祉協議会を通
じて、市町村、市町村社会福祉協議
会、県民に対して、制度を周知するた
めの講演会等を実施しました。
・消費者センター等の相談窓口を掲
載したクリアファイルの作成・配布及
び学校向け広報紙を活用した窓口周
知を図るとともに、特別支援学校等
の高等部新３年生を対象とした若者
向け消費者教育教材を配布しまし
た。

・特別支援学校の専門性を生かし
た福祉避難所の開設ができるよう
に各市町村との連携を図ると共に、
障害のある児童生徒の安全を確保
できるように防災計画の立案と見直
しに努めていきます。
・知的障害のある人や精神障害の
ある人の権利を擁護し、安心した地
域生活が送ることができるよう、引
き続き、日常生活自立支援事業及
び成年後見制度の周知を継続して
いきたい。
・引き続き、相談窓口の周知を進め
るとともに、早期通報・相談の重要
性について理解を深めるための消
費者教育を推進します。

・消費者センター等の相談窓口を掲
載したクリアファイルの作成・配布及
び県教育委員会発行の広報紙を活
用した若者の消費者被害防止の注
意喚起を図るとともに、特別支援学
校等の高等部新３年生を対象とした
若者向け消費者教育教材を配布しま
した。
・日常生活自立相談支援事業につい
ては、平成27年度から全市町村社会
福祉協議会で実施する体制になり、
利便性が向上したため、利用者数は
目標値を大幅に上回り、１１５９人と
なりました。また成年後見制度につい
ては、成年後見制度の利用促進を図
るため、千葉県社会福祉協議会を通
じて、市町村、市町村社会福祉協議
会、県民に対して、制度を周知するた
めの講演会等を実施しました。
・特別支援学校副校長・教頭会議や
生徒指導主事連絡協議会等の中で
障害のある児童生徒の消費者教育
の重要性について説明し、各学校に
おいて計画的に取り組むように周知
を行いました。

・引き続き、県消費者センター等に
寄せられる相談を踏まえ、若者に対
する消費者被害防止に係る注意喚
起を進め、早期通報・相談の重要
性について理解を深めるなどの消
費者教育を推進します。
・日常生活自立相談支援事業につ
いては、平成27年度から全市町村
社会福祉協議会で実施する体制に
なり、利便性が向上したため、利用
者数は目標値を大幅に上回り、１１
５９人となりました。また成年後見制
度については、成年後見制度の利
用促進を図るため、千葉県社会福
祉協議会を通じて、市町村、市町村
社会福祉協議会、県民に対して、制
度を周知するための講演会等を実
施しました。
・次年度も各会議において、消費者
教育の必要性を周知し、児童生徒
の消費者教育を具体的な事例を挙
げながら実施していくとともに、進路
面談等の機会を利用するなどして、
保護者等にも消費者被害から子供
たちを守るための相談窓口等を周
知していきます。

8-17　日常生活自立
支援事業利用者数
（再掲）

８-（７）-①
８　その他各視点から
取り組むべき事項

（７）障害のある人に関
するマーク・標識の周
知

障害者福祉推進課（障害）

1　障害のある人に関する各種のマークは、バリアフリー等に対応した
ルールや障害のある人への支援の必要性等を伝えるものであると同時
に、障害のある人への理解を促す「心のバリアフリー」につながるもので
す。県や市町村などの公共施設においては、障害のある人に対応した
設備や取組を示すマークの掲示を進めます。また、各種のマークの県
民への周知と理解の促進を図り、マークの普及に努めます。あわせて、
障害特性等の理解を広げるための啓発資料を市役所町村役場、郵便
局等の公共機関や交通機関、金融機関にも配布し、関係者の理解を促
進します。

・県内鉄道事業者及び乗合バス事業
者あてに、障害のある人に関する
マークの周知・普及等について、文
書で依頼を行ったほか、各種会議等
においても周知依頼を行いました。

・引き続き、ホームページや各種会
議等を通じて、県民や市町村に対
する働きかけを行っていきます。

・内部障害や難病の方等、外見では
障害のあることが分からない方が、
支援を必要としていることを表す「ヘ
ルプマーク」を新たに、ホームページ
に掲載し、周知を図ったほか、各種
会議等において、周知依頼を行いま
した。

・引き続き、ホームページや各種会
議等を通じて、県民や市町村に対
する働きかけを行っていきます。
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